
 

 

 

 
 

 

 

議員全員協議会会議録 
 
 

令和５年１１月７日 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 古 市 議 会 



令和５年１１月宮古市議会 議員全員協議会会議録目次 

 

（11月７日） 

議事日程………………………………………………………………………………………………………………………１ 

出席議員………………………………………………………………………………………………………………………２ 

欠席議員………………………………………………………………………………………………………………………２ 

議会事務局出席者……………………………………………………………………………………………………………２ 

開  会………………………………………………………………………………………………………………………３ 

協議事項(１)………………………………………………………………………………………………………………３ 

協議事項(２)………………………………………………………………………………………………………………16 

協議事項(３)………………………………………………………………………………………………………………43 

散  会………………………………………………………………………………………………………………………46 



－1－ 

宮 古 市 議 会 議 員 全 員 協 議 会 会 議 録 

 

 日  時                   令和５年11月７日（火曜日） 午前１０時００分 

 場  所                   議事堂 議場 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

 事  件 

〔協議事項〕 

(１)総務常任委員会の政策提言について 

(２)産業建設常任委員会の政策提言について 

(３)議員定数等調査特別委員会の方針について 

 



－2－ 

出席議員（２０名） 

    １番   畠  山  智  章  君       ２番   田  代  勝  久  君   

    ３番   古  舘     博  君       ４番   中  嶋  勝  司  君   

    ５番   今  村     正  君       ６番   白  石  雅  一  君   

    ７番   木  村     誠  君       ８番   西  村  昭  二  君   

   １０番   小  島  直  也  君      １１番   鳥  居     晋  君   

   １３番   伊  藤     清  君      １４番   髙  橋  秀  正  君   

   １５番   工  藤  小 百 合  君      １６番   坂  本  悦  夫  君   

   １７番   長  門  孝  則  君      １８番   落  合  久  三  君   

   １９番   松  本  尚  美  君      ２０番   田  中     尚  君   

   ２１番   竹  花  邦  彦  君      ２２番   橋  本  久  夫  君 

 

欠席議員（０名）        

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

議会事務局出席者 

事 務 局 長 前 田 正 浩 次 長 前 川 克 寿 

主 査 南 舘 亜希子 議会庶務事務員 中 村 奈津希 

 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 



－3－ 

開  会 

午前１０時００分 開会 

○議長（橋本久夫君） 

おはようございます。ただいまから、議員全員協議会を開会いたします。ただいままでの出席は 20

名でございます。会議は成立しております。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

協議事項(１)総務常任委員会の政策提言について 

○議長（橋本久夫君） 

本日の案件は、協議事項３件となります。それでは、協議事項の１、総務常任委員会の政策提言に

ついてを説明を願います。松本総務常任委員長。 

○委員長（松本尚美君） 

おはようございます。座ってでいいですか。はい。それでは限られた時間でありますので、全文を

説明出来ないかもしれませんが、事前に皆さん見ていただいていると思いますので、総務常任委員会

で取りまとめさせていただきました再生可能エネルギーについての提言について説明をさせていただ

きたいと思います。 

まず提言書の１ページですね、１ページを御覧いただきたいと思います。「はじめに」ということで、

総務常任委員会がこの再生可能エネルギーの政策提言を取上げた経緯といいますか、そこを説明させ

ていただいております。御案内のとおり、宮古市は脱炭素ゼロ宣言も含めてですね、今、再生可能エ

ネルギー推進ビジョン計画を示して鋭意進めているところでございます。その中で、総務としてどう

いった課題があるのか、そしてその課題をどう分析して取り組んでいくほうがより今宮古市が目指し

ている、地産地消と地域内経済循環も含めて達成できるかということで、後段に書いておりますけれ

ども総務常任委員会では、推進計画の検証、そして再生可能エネルギーは、今回取上げたのは太陽光

発電、そして熱の利用もあるかもしれませんが、バイオマスに関する部分ですね。それから、今、電

気の小売事業であります販売会社といいますか、地域電力会社といいますか、そういった会社。これ

は宮古市が出資しておりますけれども、まだまだ、この市民の認知度、そして市民電力としての機能

が果たせていないのではないかということで、風力とか洋上風力もありますし、海洋といいますか洋

上風力等々あるわけですけれども、水力ももちろんございます。しかし、今取り組んで、何とか早く

計画がスムーズにいくポイントとしては、やはり太陽光とバイオマスに関する事業ではないかという

ことで、この２点、そしてプラス先ほど言いましたような、地産地消、地域経済循環を目指しての電

力小売事業に関して取上げさせていただきました。 

２ページについては、これは現在の宮古市のポテンシャルといいますか、再生可能エネルギーのそ

れぞれのポテンシャル、そして導入状況ということを、若干年度が古い部分がございますので、2021

年３月ということですので、それから、プラスアルファになってる部分があろうかというふうに思い

ますが、これを踏まえて説明を聞いていただければというふうに思います。 

では 3ページにいきます。この分野ごとの先ほど示した現状と課題ということで検証させていただ

きました。まず１点としては、太陽光発電についてですね、現状はこのとおりでございますので、読

んでいただければと思います。近いところではこのオンサイトっていいますかＰＰＡですね、これ新
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里総合事務所でＮＴＴのアノードエナジーがＰＰＡ事業者として設置し、そして今運用を開始されて

いるという現状でございます。 

また(２)一般住宅についてでございますが、一般住宅についてはなかなか進んでいない現状。国も

補助金があったんですけども、補助制度を今取りやめておりますし、宮古市でも補助制度を設けてお

りますけども、なかなか進んでいないというような現状でございまして、まず１点として、売電価格

の制度の補助制度の不足が挙げられるんではないか。また、ＦＩＴ価格ですね。これは固定価格買取

り制度、これが年々年々、設備投資といいますか設置経費が下がることに伴ってるとは思いますけれ

ども、安くなっているということで課題になっております。太陽光パネルは今設置については、単に

発電して、発電したものを使うだけではなくて、国のほうでもそうですけれども、蓄電池とパッケー

ジで、そしてＦＩＴといいますか、発電した電気を外部に売るのではなくて、自分たちで使う部分を

まず確保するという考え方に変わっておりましたので、こういった部分に対して、なかなかパッケー

ジとすれば高額になっているというような状況でございまして、一つの例として６キロから９キロの

パネルで、パネルと蓄電池の設置費用というのは大体 300万円から 400万円という今現状にあるとい

うことです。これがなかなか、一つの普及のですね、高価格であるということで、進まないんではな

いかという課題を抽出させていただいております。また、ＮＴＴもそうですけどもアノードエナジー

もそうなんですけども、なかなかこの地元の事業者が、このＰＰＡ事業者への参入といいますか、参

画が進んでいないということも、課題として取上げ、抽出させていただいております。 

(３)は事業者における課題ですね、事務所とか工場、機器未利用地の太陽光発電パネルの設置が進

んでいない。皆さんも赤前とか川井地区でもそうですけれども、牧草地とかそういった遊休と言って

いいかどうか分かりませんが、そういったところに太陽光発電所を設置しているんですが、市内の事

業者がほとんど少ないんですね、ゼロとは言いませんけれども、一部ありますけれども進んでいない

ということです。それから、農業とか水産業分野での太陽光発電装置の導入が進んでいないというこ

とも、課題抽出させていただいています。 

次は公共施設の課題であります。現在はこの庁舎は、パネルを載せる加重に耐えられないというこ

とで、課題になっており、課題といいますか、ポイントになっておりますけども、グリーンニューデ

ィールという国の補助制度にのっとって学校にパネルを設置して発電してるんですけれども、これが

外に売れない。学校の中で使う部分だけですよと。場合によっては天気がいい日、学校が休みでとか、

夏休みとか冬休みとか春休みとかあるんですけども、そこって発電しても発電がストップされる、抑

制されるという今構造になっておりますから、これも、もったいないなっていうのも、課題かなとい

うふうに思ってございます。なかなかこの公共施設総体でもって発電するポテンシャルはあるんです

けれども活用されていないということですね。それと先ほどの関連ですけれども地元事業者によるＰ

ＰＡ事業体の設立が未実施である、未整備であるというのが課題として取上げさせていただいてます。 

それから、２点目とすれば木質バイオマスの利活用についてですね。現状はバイオマス発電所はウ

ッティ川井さんの区界地区にある一社だけでございます。ここは結構大きい、5800キロワットという

大きな発電所なんですけれども、ここに供給されるといいますか、燃料として発電燃料として 12万立

米の木質チップが使われております。ただこういった大きな発電所といいますか、発電能力を持った

発電所の立地位置っていうのは、どうしても送電網といいますか、大きな容量を持った送電網の近く
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でないと立地出来ないということから、ウッティ川井さんも、ちょうど近接地に高圧の電線といいま

すか、高圧系の送電線にがあるということで、立地をしているということになっております。現状は

そのとおりです。課題とすればやはり、12万立米 13万立米の木質チップをウッティ川井さんは、年

間、燃料として使ってるんですけども、こういった同規模の大量の木質チップを使う発電所が市内で

複数か所設置できるかというのが課題かなあというふうに思っております。ただ、今小さい 2000キロ

ワットクラスですね、そういった部分は、全国展開結構してるんですけれども、岩手県全体で見ても、

久慈方面にも当然ありますし、この沿岸でもですね、それから内陸でもありますし、今後、県内の内

陸部が中心かもしれませんが、４か所程度予定されているということで、なかなかこの沿岸でこの送

電網の問題もあり、なかなか厳しいのかなというふうに思ってますので、大きいものは厳しいにして

も、何とか 2000キロワットあたりのですね、規模の発電所が新設出来ないかというのが課題でござい

ます。また、木質バイオマス発電、木質だけではないんですけど、まず木質バイオマス発電は、電気

を作ること。それから、電気をつくる段階で発生する熱ですね、これをどう電熱併給といいますか、

これをどう活用するかっていうのも一つの課題になっております。また、発電所の用地ですね、用地

をどこにするかっていうことです。これも課題になっております。それから地元資本でやれるのかど

うか外資だけに頼ることなく、やれるのかどうか、地元資本でやるとすれば、より、条件の環境とか

そういった用地も含めてそういった環境をどう整備できるかっていうのが課題として挙げられており

ます。それと先ほど言いましたように、大量の木質チップを必要としますので、この調達をこの地域

内でできるのかどうかということが課題であります。先ほど言いました高圧系の送電線への接続とい

うのも課題であります。熱利用についての現状は、皆さん御案内の方がいらっしゃると思いますけど、

ペレットを使ってタラソテラピーで始めたんですけれども、また、ペレットボイラーですか、そうい

ったものをやったんですが、なかなかペレットの確保が難しい。または管理が難しいということで、

今進んでいないということが現状でございます。 

５ページになりますけれども、この課題はどうなのかっていうことで、抽出をさせていただきまし

た。今木質バイオマスの燃料が引く手あまたといいますか、結構足りない状況にあるということでご

ざいます。どうしてもやはり比較して、石油等に頼ってるのが現状かなということになりますので、

これが一つの課題でございます。それから、先ほど何回も繰り返し言っておりますけども、ペレット

の加工製造販売事業者が市内に存在しない。ペレットに関しては存在していないということですね。

先ほどから言ってますチップの安定供給がどうできるか、チップを加工製造する市内の事業者２社が

安定した量と価格で供給ができるかどうかっていうのも課題です。それから、まきも木質の燃料とし

て使えるわけですけれども、まきは安定した量と価格で調達できるかというな課題でございます。 

それから、２－３として、木質バイオマスのカスケード利活用ですね。カスケードというのは、こ

の下に書いてありますけれども、要は無駄なく、この木を山で切った木を無駄なく使えるかどうか、

これが大きな課題でございます。これをカスケード利用するためには何が必要なのか、どういうこと

が必要なのかっていうことで、下段に書いておりますけども①から⑨までが課題抽出となっておりま

す。この部分は後段ちょっとまた説明しますけれども、市内の森林組合さん、それからチップを生産

されております小林三之助さんとの意見交換、視察を含めてですね、やりとりをさせていただいて、

また、先進地であります中川バイオマス発電所事業者の方々との意見交換、視察も含めて、抽出をさ
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せていただいております。 

３として新電力ですね、電力小売事業についての現状、現状はこのとおり書いているとおりでござ

います。課題とすれば、やはり発電、要するに発電所ですね、持っている宮古発電合同会社、そして、

それを小売売電しております宮古新電力、この会社が、やっぱり市民、市内事業者の認知度がまだま

だ不足をしているのではないか。また地産地消と地域内経済循環の目標が達成されているのかどうか。

それから、やはり課題とすれば市民と市内事業者の参画による市民新電力の新電力の設立運営が課題

ではないかと。④とすれば、燃料高騰、円安の進行によって、今、全国的に、ＪＥＰＸですね、これ

は市場を通して、調達する電力価格で、電力なんですけども価格が高騰しているということで、全国

的にも採算が悪化して、撤退、事業縮小しているっていうことが課題ということです。自前の発電所

の設置、オンサイトＰＰＡの電力確保が必要だというのが課題として挙げられております。 

７ページになります。ここからが先ほど来、一部触れておりますけれども、総務常任委員会として、

視察、意見交換をさせていただいた部分でございます。この中にちょっと入ってないんですけれども、

岩手県が実施しましたグループチョイスっていう事業があります。これは太陽光発電設備を、１個１

個設置するよりは、複数の設置したいという方を公募によって集めて、そして、10世帯とか 20世帯

とか 30世帯とか、一括発注して、いわゆる発電設備、工事っていいますか費用を軽減させるグループ

チョイス事業です。アイチューザーさんという方が実施されてたので、この会社の社長さんと、オン

ラインでありますけれども、ちょっと意見交換をさせていただきました。これはちょっと書いてござ

いませんがそういったことも実施しております。まず久慈市ですね、再生可能エネルギー事業につい

ては、久慈の地域エネルギー株式会社という会社に行ってまいりました。アマリン電気っていうグリ

ーン電気ですけどもやはり地元久慈市内の事業者がほぼ 100％、久慈市も 50万円の出資しております

けれども、そういった本当に地域に根づいた会社でございました。それから、熱利用の部分として久

慈バイオマスエネルギー株式会社に行ってまいりました。ここではやはり発電するには、設備投資を

含めて非常に大変、燃料、チップの確保とか大変だということもありまして、熱を利用するにはまず

ここの会社の社長さんの製材所、そこから出る端材とかですね、そういったものを燃やして熱をつく

る。そしてその熱を隣接する、キノコ栽培をやっている事業者に熱供給すると。逆に今度夏はですね、

その熱を熱交換して、そして冷たい、要するにエアコンのクーラーですね、冷気を発生させて供給す

るという事業所でございました。そして、株式会社中川バイオマス発電所です。ここも基幹になる事

業は製材事業者が廃校舎がですね、廃校になっちゃう。校庭校舎を活用してバイオマス発電、製材所

もやってますけども、そこを訪問させていただきました。ここでやはり勉強させていただいたのは、

後で触れる部分もあるんですけれども、電気はもちろんつくって売電する。それから、この廃熱を利

用して、ウナギ養殖とか、マンゴーとかコーヒーの栽培、こういった部分に今挑戦をしているという

ことでございました。ここはやはり町民からも、どうやったら、カスケード利用といいますかそうい

った部分で協力、参画をしていただいて事業を進めていくかということで、町民の方々が持ち込める

木の駅っていいますかね、そういった駅をつくってそこに集材をして、それをチップに加工して、燃

料に変えるというような事業もやっておりました。 

森林組合さんとは９ページの後段からの部分ですけれども、様々な課題抽出先ほどさせていただき

ましたけれども、要望も含めてありました。読んでいただければ内容は大体分かるかなというふうに
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思いますので、割愛をいたしますけれども、先ほど触れたバイオマス材料ですね、バイオマスのチッ

プが今高騰してると。奪い合いの状況で今価格がトン当たり 8000円近くになってるというようなこと

も聞き取りをさしていただきました。小林三之助さん、後段の部分ですけれども、伺ったんですが、

やはりチップをつくる機械設備がちょっと古くなっているということで、機械設備を今度更新して、

何とか幾らかでも増産していきたい。しかし、山からチップにする原木をどう集めるかっていうのが

非常に悩みだと。それから、今久慈方面の発電所にも供給をしている。また、今までは製紙会社です

ね、紙をつくるパルプとして、そういったものに供給してるんですけども、宮古市内でそういった供

給先があれば少し、全量は対応出来ないんですけれども可能かなというお話も伺ってまいりました。 

11ページからはこれらを踏まえての提言になってまいります。前段言いましたようにまず太陽光、

それから木質資源をどう活用するか、それから新電力という三つの分野について、提言をまとめさせ

ていただきました。 

まず、１番とすれば太陽光発電についての提言でございます。一般住宅、事業所でございますけど

も、先ほど言いましたようになかなか進んでないということから、太陽光パネルの設置に適した屋根

や空地を調査・抽出して、設置を勧奨する。勧めていかなければならないということです。それから、

太陽光パネルの設置推進に資する補助制度をもっと拡充をしていかなければならないのではないかと。

今は、先ほど言いましたように、このバッテリーと一緒になる蓄電池と一緒になるとやはり高額にな

ってくるということから、制度拡充が必要なのではないか。それから第一次産業においての導入事例

や補助制度を周知すること。これまた先ほど言いましたように課題として抽出したんですけれども、

なかなか農業分野とか水産分野とかそういった部分に進んでいないということが課題ではないかとい

うことです。また市単独の補助制度をまず検討していく必要もあるんではないか。国だけに頼ってい

るわけにいかないのではないかということでございます。 

それから公共施設です。現在ある公共施設の屋根、それから市保有の土地、遊休地を最大限活用す

る必要があるんじゃないかということです。また、今後行われる既存施設の改修や施設新築の際に、

太陽光パネルの設置が可能になる構造をしっかり確保していく必要があるということでございます。

それから公共施設で発電を行う際には、周辺の需要も調査して、電力供給システムを具現化すること。

いわゆるマイクログリッドですね、これ今、田老エリアで含めてやろうとしているわけですが、そこ

までエリアを広くしなくてもいいんですけども、例えば、廃校舎があるとか、また現校舎があると、

屋根がまだまだ空いてるということもありますから、そこに太陽光パネルを設置し、また場合によっ

ては蓄電池を設置して、その周辺ですね、近いところに供給するっていうやはり、そういったものも

取り組んでいく必要があるんじゃないかということでございます。こういったシステムをやっぱり具

体化していくっていうことも必要なんではないかということです。 

それから、(３)とすれば、ＰＰＡ事業の積極的な推進ですね。先ほど言いましたように、大きさっ

ていいますか６キロ、９キロ、７キロ。７キロぐらいがマックスぐらいかなと一般住宅ではですね。

そうなると、やはりそこでもやはり、300万円から 400万円かかってしまうと。そのコストをＰＰＡ

事業導入することによってより、再生可能エネルギーの導入が進んでいくんじゃないかということで、

これがＰＰＡ事業体の設立を目指すということが必要なんじゃないかということですね。それからこ

れらの事業に対しての担い手ですね。やはりそういったノウハウ含めて技術的な部分そういったもの
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を、やっぱり地元事業者にもしっかりと取り組んでいただくと同時に育成を図っていく必要があると

いうことです。また参入を促すための必要な施策を講じなければならないということを提言したいと

思います。 

木質バイオマスの利活用についてでございますけれども、1259平方キロメートル、全国でも６番の

市の面積であります。そのうちの 92％、約 1158平方キロメートルがこういった広大な森林資源があ

る宮古市でありますので、やはりしっかりと現状をですね、現状の賦存量を、これらをどう活用して

いるか、するかということで、発電とか熱量カスケード利用という三つの観点から政策の提言でござ

います。まず、木質のバイオマス発電でございますが、5000キロを超える大規模な部分は無理として

も、やはり小規模の発電 2000キロワットの事業化を前提として、廃校舎跡地などを活用した用地の確

保、それから、いわゆる燃料の確保ですね。いわゆる、木質バイオマスで必要なチップですね、そう

いったものをしっかり確保していくこと。それから、国庫補助等による、資金調達プラントメーカー

選定を行政が主体となって、しっかりと進めていかなければならないということです。これはどの部

分でも、くっついてくることなんですが燃料確保については木質バイオマスカスケード活用をしっか

りと構築をした上で進めるということが必要ということでございます。 

また先ほど中川バイオマスで申し上げましたけれども、せっかく発電して熱が発生するんですが、

この熱をただ単に捨てるっていいますか、利用しないのはもったいないんじゃないかと。これを事業

化して採算性もとれるようにしていけば、当然パッケージとしての木質バイオマス事業の運営ってい

うものが容易になるっていいますか、出来ていくんじゃないかということで、熱利用もしっかりとパ

ッケージとして検討が必要だということです。基本的にはやはり地元資本でしっかり取り組んで、官

民連携も含めて実施していくということです。それから木質バイオマスの熱利用は先ほど言いました

ように発電所の廃熱といいますか、そういった部分ももちろんなんですけれども、熱利用として薪、

チップ、ペレットが基本的には最適だというふうに検証いたしました。生産等供給事業者をしっかり

確保していく必要があるんではないかということです。それから薪、チップ、ペレットを燃料とする

ストーブボイラーの導入・購入の補助制度の拡充、または新設をする必要があるんではないかいうこ

とでございます。 

３番目として木質バイオマスのカスケード利用ですね。これは森林組合さん、三之助さんとのやり

とりの中からちょっと整理をさせていただいて、まず林道整備をしっかりやらないと産業を含めて、

こういったことが森林を活用する一つのハードといいますか、これをしっかり整備していかなければ

ならないということです。それから先ほど言いました未利用材ですね、これをいわゆる木の駅と称す

るかどうかは別なんですけれども、今、単に捨ててる、また放置している、それから焼却だけしてい

るという部分をどう受け入れる施設をつくっていくかということも複数設置しなければこれ広大な部

分ですので、必要だということです。 

それから森林とか、山林に加えて、民地とかですね、今公共用地から出た公園とか、そういったも

のをどう活用するか、こういった部分を受入れていかなきゃならない。今、広域行政組合、これは宮

古市だけではないと思いますけれども、市民から、事業者から持ち込まれている部分、これを利用し

ない手はないんじゃないかということです。東京とか都市部では、この公園から出る枝とかそういっ

たものを利用してバイオマス発電をしているという先進事例もございますので、こういったこともし
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っかりと取り組んでいく必要があるということでございます。またこれらの持込みに対してしっかり

と持続可能なように１回はもって行くけども次からは、とても油代にもならないとかですね、手間に

もならないとか、そういったことがないような価格設定をしていかなきゃならないということです。

先ほど言いました中川バイオマス発電所では、地元に使える商品券といいますかね、そういったもの

に、現金ではなくて、そういったもので地域内経済循環も兼ねて、対応しているということでござい

ました。 

また森林組合さん、小林さんとの意見交換でやはり、人材はなかなかいない。高齢化しているとい

うことですので、今、宮古市も農業もそうですし生産もそうですし林業もそうなんですけども、担い

手を何とか確保していきたいということがありますから、これらの部分を何とか、より以上に、従事

者の確保とか育成支援制度の拡充、そういったものを強化して取り組んでいく必要があるということ

です。 

あと、新規参入ですね。今この森林に関わっている事業者だけではなくて、他の業種からの参入も

必要だということです。こういった事業者の、やはりしっかり、資格的なものもありますし、ノウハ

ウの取得、それから、そこに携わる人たちの技術といいますかそういったものも、スキルアップして

いかなきゃならないということですので、そういった部分にも積極的にやっぱり取り組んでいく必要

がある。またないものであれば新設する必要があるということです。ただ、ここにはやっぱり危険な

のは、太陽光もそうなんですけれども、今宮古市のエネルギー推進課では、やはり、設置してってい

いますかそういう開発していいところとそうでないところのエリアをゾーニングしようとしておりま

すけれども、ただ単に切るだけでは困る。やはりそこを放置すると、２次災害が発生するということ

もありますから、そういった森林経営管理計画を全市的に計画的に立てて、つくってですね、計画的

にやって行かなきゃならないというか、提言でございます。 

それから薪・チップの生産供給事業者をしっかり確保する、これは、繰り返しになりますけれども、

よそから買ってくるっていうことだけではなくて、自前でこの地域内でしっかり確保していくことが

必要だということです。 

また、なかなか後段、９点目なんですけれども、連携が本当にとれてるのかどうかっていうことで

すね、製材事業者とか、伐採事業者、あとは森林の所有者ですね、あと組合等ありますけれども、こ

れを全体がやはり一つの目標、こういったカスケード利用をどう実現していくか、進めていくかって

いうのはやっぱり協議会なるものを立ち上げて取り組んでいく必要があるんじゃないかと。やはり先

進地ではやはりこういった連携が密に出来ているところが結構進んでるということがありますので、

この部分も提言していきたいと思います。 

それからここに付記になっておりますけれども、この森林資源、木質バイオマスを活用するには、

単に何て言いますか、再生可能エネルギーの部分だけではなくて、やはりこの宮古市の財産といいま

すか、こういった部分、何とかこう、産業振興といいますかそういった部分でやはりリーディングプ

ロジェクトにしっかり位置づける必要があるんじゃないかということで、若干産業建設さんの部分に

ちょっと踏み込むきらいはあるんですけれども、産業振興としてのやっぱり林業といいますか、山、

森林、こういった部分をしっかりと位置づけて、そして持続可能な森林経営を通じて、この産業振興、

また繰り返しになりますけども、再生可能エネルギーを進めていく。そして自立っていいますか、成



－10－ 

り立っていく経済、こういったものをやっぱしっかりつくり上げていかなければならないんじゃない

かという内容でございます。 

13ページは、新電力、電力小売事業への市民参画についての提言ということになります。前段言い

ましたけれども、今、宮古に存在する地域電力といいますか、そこはなかなか宮古市からは出資は受

入れてるんですけれども、市民電力として認知されていないのではないかという前提ですので、これ

以上に事業拡大するにはやはり市民や市内事業者からの資本参加を含めたやっぱり参画をしっかり進

める必要があるということでございます。また、今の新電力以外に、新たに、地元資本によって新電

力を立ち上げるということは、決して排除するものではないということですので、当然、地元資本に

よっての市民電力というものをやっぱりなぜ目指していかなければならないかなということでござい

ます。これらをしっかり模索すると同時に、働きかけていく必要があるということを提言させていた

だいております。ちょっと雑駁になりましたけれども、以上が総務常任委員会の政策提言についての

説明となります。質疑、ここはどうなのっていうことがあれば質問していただければと思います。補

足がありますか。いいですか。はい。いいですか。以上です。 

○議長（橋本久夫君） 

よろしいですか。はい。まず、総務常任委員会の皆様におかれましては、長期にわたる調査研究、

大変御苦労さまでございました。ただいま、この件についての説明が終わりました。皆様のほうから

質問や意見等があれば、挙手を願いたいと思います。はい。長門議員。 

○17番（長門孝則君） 

立派にまとめていただいてありがとうございました。また、詳しい説明をいただきました。敬意を

表したいと思います。私１点、ちょっと要望になりますけどもですね、提言の部分で 11ページ。11

ページの１の太陽光発電についての提言の一般住宅、事業所とありますが、①太陽光パネルの設置、

それから②の太陽光パネルの設置推進と、私太陽光パネルの設置と蓄電池の設置、ここの部分に、本

当は太陽光パネル及び蓄電池の設置というふうに、蓄電池も入れてほしいなと思います。太陽光パネ

ルと蓄電池は、私は一体なものというふうに考えてます。結構太陽光のパネルと蓄電池を一緒に設置

する方もあります。ただ、一緒に設置すれば、課題にも書いているように 400万円もかかるというこ

とで、なかなか両方同時に設置するという方はそうはないと思いますけども、今言ったように、両方

一緒に設置する方も結構あります。そして、今太陽光パネルを設置してもう 10年経過して、蓄電池の

設置を検討する時期に皆さん来てるんですよ。この売電単価が、10年までは大体 38円ぐらいですか

ね、10年過ぎると 9円になるんですよ。そういうことで、そういう時期に来て、これから蓄電池を設

置したいという、その辺を検討している方が結構あります。そういうことで私はこの太陽光パネル及

び蓄電池の設置どうのこうのという提言をしていただいたほうが私はいいと思います。市の補助も太

陽光パネルの設置には、25万円の補助があります。それから、蓄電池の設置には 20万円の市の補助

があるわけです。そういうことで、このパネルと蓄電池の設置、これの推進を図ると。そのために、

この補助金の拡大を提言すると、要望するという形にしたほうが、私は非常にいいのではないかと。

そういうふうに思います。蓄電池を設置すれば、当然電力を自家消費できるわけですよ。停電の場合

も、もう蓄電池があれば、大丈夫ということにもなりますんで、今蓄電池の設置の検討をする時期に

来ております。結構どうしたらいいのかなと。結構蓄電池の設置にももう 200万円近くもかかるし、
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どうしたらいいかなという方も結構おりますんで、蓄電池の設置についても、提言をしてほしいと、

そういうことですんで、御検討いただきたいと思います。以上です。 

○議長（橋本久夫君） 

松本委員長。 

○委員長（松本尚美君） 

はい。御指摘ありがとうございます。すいません。言い訳じゃないんですけども、感覚的には蓄電

池も含めたパッケージでという頭なんですね。ただ、表現といいますか、字が抜けていたってことは

事実だと思いますので、これは加えさせていただきたいと思います。はい。 

○議長（橋本久夫君） 

ほかによろしいですか。はい、そのほか何かこの件について、落合委員。 

○18番（落合久三君） 

はい。非常に濃密な提言で、飲み込むのに、なかなか容易でないっていうふうにちょっと思ってい

ますが、最初に２ページの第１章、再生エネルギーの概況の３行目、メガソーラー1000キロワット以

上が 5万 8000キロになっており、太陽光発電全体の約何％、この数字が抜けているんで、これは何％

でしょうか。 

○議長（橋本久夫君） 

松本委員長。 

○委員長（松本尚美君） 

すいません。御指摘のとおりです。ここは単純に数字が抜けてました。表記します。はい。 

○議長（橋本久夫君） 

落合議員。 

○18番（落合久三君） 

じゃあ後で。それから、今のは質問でした。３ページの第２章、エネルギー分野別の現状と課題の、

ＰＰＡが(２)一般住宅における課題。③地元事業者によるＰＰＡ事業への参入が進んでいない。ここ

も非常に重要な課題だと思って聞いたんですが、このＰＰＡ事業への参入が地元の事業者の参入が進

んでいないっていう現状と、それから 11ページの対策のところでは、ちょっと参考までに関連ありま

すので飛んで 11ページの第４章再生可能エネルギーについての提言の大きい１、太陽光発電の(３)

ここでもＰＰＡ事業の積極的推進という項目を設けていて、ここの①のところでは先ほど私が言った

３ページには、地元の事業者の参入が進んでいない、これを受けて、じゃあどうするかっていう、提

言の中身になってると思うんですが①行政主体、もしくは官民連携でのＰＰＡ事業体の設立を目指し、

こういうふうに関連してあるんでとても重要だなと思ってみたんですが、ここで質問ですが、地元事

業者の参入が進んでいない主な要因は、常任委員会ではどういうふうに分析しているのかっていうの

と、今読んだ 11ページの、あ、一問一答か。行政主体でこういう表現をしてあるんで、ここの意味を

合わせて、お願いします。 

○議長（橋本久夫君） 

松本委員長。 

○委員長（松本尚美君） 
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はい。ＰＰＡ事業そのものは、皆さん、内容をお分かりだと思います。いいですか。はい。今東北

電力系のＥソーラーエナジーだったか、ここはＰＰＡ民民官の事業者なんですけれども、やはり、大

手の電力会社の関連会社なんです。地元のやはり、この電力関係といいますか電気関係の工事業界事

業者の方々と、やはり比較にならないぐらいの、いわゆる資格者の数とかですね、ノウハウとか、そ

ういったものが違う、またＰＰＡを実施するにはそれなりの資金調達、資本が必要です。先ほど言っ

たように１件 300万から 500万、民間の住宅の場合ですね、これ 10件やるとなると 15年という契約

の間にサービス料というのは、当然毎月発生しますけれども、そういったサービス料を 15年間での部

分をやっぱり資金調達しなきゃならない。やっぱりそういったハードルが非常に高いというのが今現

状です。ですので、特別目的会社なりそういった資本会社をつくってですねそして会社をつくって、

それなりのシンジケートで金融何とかですね、金融とかそういった部分とミックスしないと、これ事

業そのものは 1回やるのでは、大したことないんですけども、これ本当に本格的に収益事業として、

会社としてやっていくためには、１軒２軒では足りないんですね。先日東北ソーラーＥエナジーの仙

台にいるんですけども会社の社長さん、たまたまちょっと話したんですけれども、今その会社ですら、

なかなかこの何て言いますか、ＰＰＡ事業進めるに、宮古の今５件でしたか、予定ありますけども、

進んでないんですね。しかし、事業をやはり本格的に進めて収益事業として成り立たせるには、やは

り、１億２億っていう数字ではないようです。何十億、何百億という資本が必要だということで、な

かなか地元でやれないんじゃないか。それで、先ほど政策提言の部分で言ったのは、やはり民間の事

業者１事業者では難しいっていうんであれば、やっぱり行政が積極的に直接やるとかですね、やはり

何らかの部分をやっていかないと難しいんではないかというのが前提です。 

○議長（橋本久夫君） 

落合議員。 

○18番（落合久三君） 

予算委員会だったか決算委員会だったかちょっと忘れましたが、この問題で同僚議員からも幾つか、

提言、質問もあった問題だと思ってるんですが、平たく言えば、自分のうちの屋根を貸して、このＰ

ＰＡ事業者が、設置からつくった電気の売電から云々かんぬんていうね。消費者、市民にとってみれ

ば、平たく言えば、金を出さなくても、自分の家で消費する電力等を供給してもらえるっていう、本

当に願ってもない、そこだけ言えばですよ、願ってもない事業だなと思ってずっと見ているんですが、

ただいまの委員長の説明だと、これは１か所だけに絞るというんであれば可能かもしれないが、しか

し 15年 20年というスパンで考えるとね、もうちょっとそんなもんじゃないと、億の金が必要になる、

そういう現状だとすれば、そういう現状に、宮古市内のＰＰＡ事業者が参入しない主な理由は、そこ

にあるのかなというふうに私今説明を聞いて、そこは納得したんですが、そういうのを踏まえて、11

ページには行政主体、もしくは官民連携で設立を目指すというのは、もっとストレートに言えば、こ

ういう分野にこそ、行政が金の面も含めてやるべきだという提案と理解するんですがそういう理解で

いいですか。 

○議長（橋本久夫君） 

松本委員長。 

○委員長（松本尚美君） 
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基本的に売電会社っていうのは、新電力ですね、市民電力とも言いますけども、これがいわゆる売

電に今までよーいドンスタートでやってるんですね。宮古は宮古版シュタットベルケということで、

出資したりね、何かしてそれが、そこから配当金なりもらったのがこれが宮古版って言ってるんです

けども、本来であれば、事業をやって収益を上げて、その収益でもって、公共サービスの一部に使う

とかですね、これがやはりドイツの本家のシュタットベルケなんです。逆に言えばですね宮古版って

いう解釈は別なんですけども、やはり事業をやるっていうんであれば、やはり、宮古市行政がね、事

業主体になって、こういった PPA事業を立ち上げると。そして立ち上げて、そこに市民参画があれば、

よりいいことなんですけれども。立ち上げて収益を上げて、市民サービスに向けていくというそこも

目指す必要があるんじゃないかっていうのもあるんですね。これはドイツ版のシュタットベルケを目

指すんであれば、やっぱり事業をやっぱりしっかりやらないといけないのではないか。これはこの PPA

事業だけではなくて、バイオマス発電もそうなんですね。発電所をつくること、これも第三セクター

でやるケースもあるかもしれませんけれども、やはりどういう形であれ行政が結構積極的に主体的に、

やっていくっていうことも必要なんではないかというふうにも思われますね。 

○議長（橋本久夫君） 

落合委員。 

○18番（落合久三君） 

私はこの提案はとても、そういう意味では的を得た提案だという意味で聞いているつもりなんで、

ぜひそうなってほしいなと思って、ただ、それを実際に、実行に移せるかどうかっていう点では、市

長を初め関係者の、相当先を読んだというか、そういうのも必要なのかなと思って大賛成という意味

での質問ですので勘違いしないでください。あともう一つ、12ページ。12ページもここも提言の中の

大きい(３)木質バイオマスのカスケード活用、私もこれをタブレットで見てカスケード、難しいなっ

てよく調べたら、もともとはフランス語なそうで、小さい滝を合わせたものとか、何かそういう意味

合いだっていうふうなことが分かったんですが、それはさておいて、この(３)の、先ほど来委員長が

説明したので、ここですね。①(３)の①、未利用材、林地残材、徐間伐等の林地からの搬出のための

林道作業道の整備を行う。これが現状のところでも、これを一口でやると言っても、えらい時間と金

がかかる。あまりにも金がかかり過ぎる。それからそれをやる林業労働者っていうかね、そういう作

業に当たる人が高齢化している。なかなかそういうことに携わる人の確保がなかなか出来ないでいる。

そういう現状を踏まえて、カスケード活用の①では、この林地からの搬出の林道作業道の整備を行う

こと、これも端的に全く、ここがあい路にある意味なってんのかな、1158キロ平方キロメートルもの

森林を抱えて県内１の、そういう意味では宝といえるものを持っていながら、ずっと提案してきたよ

うなことにつながるためには、この林地から搬出のための林道作業道が、なかなか一民間事業者では、

相当無理があるのかなあって思いがあって、質問ですが、この林道作業道の整備を行うっていうのは、

宮古市が率先してやるべきだとこういうふうにも受け止めたんですが、そういう意味で理解していい

んですか。 

○議長（橋本久夫君） 

松本委員長。 

○委員長（松本尚美君） 
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はい。作業道と林道と若干違うんですけれども、林道に関しては、計画的、計画は宮古市も持って

ます。ただこれを単費でやることが前提じゃなくて、いわゆる補助金、国の補助制度なりを活用して、

計画的に整備をしていくっていうのが一つのパターンですね。作業道というのは当然切り出すときで

すね、間伐も含めてですね、これは１森林所有者が切り出す場合も当然あります。複数の山から、所

有者の山から切り出す場合もあるんですけれども、基本的に課題になってるのは、人材不足ですので、

まず、機械化をするっていうことですね。要するに、車も機械も、出入りがしやすいようにというこ

とですね。それから、効率よくやるためにはですね、森林経営計画が求められているわけですけれど

も、複数に、要するにエリアですね。複数の所有者 10社でも 20社でも多ければ多いほどいいんです

が、そこに作業道を設置する。作業道開削するのにも、資金、お金がかかるので、広くこの山を管理

するために、作業道をつくるっていう計画をやっぱり作らなきゃなんないんです。作るのにも先進事

例でいくと、10年ぐらいかかって説得をして、森林所有者に説得をして、横断的に作業道を開設する

オーケーをもらって、機械化を入れして、効率よく伐採とか植樹を含めてですね、そういったものが

できる環境づくりをするというのが、一つの方策ですね。これはやはり主導、誰がやるの、プレーヤ

ー誰がやるのとなると、基本的に一部森林組合が担っている部分もあるんですけれども、なかなかこ

れも進んでいないっていうのが宮古市の今の現状ですね。だから個々にやるよりは、エリアっていい

ますか。民有林がね、100ヘクタール 200ヘクタール、大きければ大きいほどいいんだそうですけど、

そこの所有者の方々の了解をもらって、経営計画をつくって整備計画をつくって、補助金を入れて、

整備してやっていくっていうのがやっぱり必要なんじゃないかっていうのがここの趣旨です。林道は

もちろんつくれば本当はいいんですけども、 

○議長（橋本久夫君） 

落合議員。 

○18番（落合久三君） 

そうなれば、こういうカスケード活用、木質バイオマスの活用、膨大な量の未利用材が山に放置さ

れている、また眠っている。それを本当に作業道等を整備することによって、この局面を変えていく

かどうかっていう一つの、私はあい路になるのかなあと思って聞いたんですが、ぜひそういうふうに

なってもらいたいという期待を込めての質問でした。 

最後に、同じページの(３)カスケード活用の⑨製材事業者伐採事業者森林所有者森林組合等の連携

のため協議会を立ち上げての連携強化を推進すること。先ほど委員長の説明のところで、いわゆる、

この木質バイオマスを活用した事業が、比較的進んでいる先進地と言われるのはここが実は連携がと

れているんだっていう説明だったと。私もそうでないかなあ、ここがこういうふうに連携がとれるよ

うにどうするかっていうのが、やっぱり行政としても、力を入れるべきでないかなというふうに思っ

たんですが、この協議会を立ち上げて、連携強化を推進するように、ここは当然、市長を先頭に行政

がそういう音頭をとるべきだという意味だと思うんですが、そういう理解で間違いないと思うんです

が、ここをやる上で、総務常任委員会では、いろんな関係者の視察等も行っているんですが、この連

携を強化する、願わくば協議会を立ち上げる、その上で、何が大きな問題なのかなという点ではどう

でしょうか。 

○議長（橋本久夫君） 
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田中議員。 

○20番（田中尚君） 

落合議員の全体としては私どもの提言は賛成だというお話がございましたが、それを踏まえてなぜ

こういうふうな現状にとどまっているのか、その一つの問題として、委員長が整理された発言してお

ります。林道と作業道は若干違うよということを踏まえた上で、問題はなぜ現状が生まれているのか、

この問題は実はですね、前の飛澤農林課長の時代に、今宮古市が新たに取り組んでいる、特には斎藤

林業さんが関わっておりますけども、自伐型林業ということがですね、ある意味この解決策として、

全国に広がってるということは、むしろこの分野に関しては、私ども総務常任委員会の報告をまとめ

る際の問題意識として、かなりの部分、特にこのバイオマスのカスケードとなりますと、これも産業

建設の政策分野そのものなんですよね。したがって落合議員が産業建設所属されていることもありま

して、我々とすれば、ここは市長に対しての一つの政策調整も踏まえた意味でですね、我々とすれば

こういうふうな部分での課題と、少なくとも方向性を目指してほしいという形でまとめておりますの

で、落合議員がおっしゃったような形の踏み込んだ中身は若干ですね、産業建設さんの領域にもどん

どん踏み込んでいくことになるので、そこはちょっと抑えたっていう部分と、なぜ進まないのかとい

うに関して言いますと、国の林業経営計画が 40年周期になってるんですよね。これではなかなか後継

者の問題も含めてですね、それは結果として山が放置されている最大の原因だということが言われて

おりますので、そういう部分はある意味、西村産業建設常任委員長は、はるかに承知をしているのか

なと思いながら、補足をさせていただきます。以上です。 

○議長（橋本久夫君） 

落合議員。 

○18番（落合久三君） 

産業建設常任委員会にもろに関わるなと思って、せっこぎをして聞きました。大変、ありがとうご

ざいます。以上です。 

○議長（橋本久夫君） 

はい。西村議員。 

○８番（西村昭二君） 

はい。今田中議員のほうからもありまして、当然私たち産業建設常任委員会としても、ここの部分

はもう私たちの所管の部分だなというのはあるんですが、この再生可能エネルギーの提言を出すに当

たって、必ずこれはね必要なことであり、そして実は私たちも、今回の提言をまとめた後に、実は林

業分野をね、取り組もうかっていう委員からのお話もあったんですけれども、実際この(３)が、私た

ちもとらえてた課題なんだろうなというところもありますし、実際私たちもちょっと総務の、今度提

案しますが、総務のところに少しかぶるようなところもあります。だから常任委員会という枠ではあ

るんですけれど、そこに関連する部分に関しては、やはりお互いに情報交換をしながら、提言という

のは出していってもいいんだろうなというところで感じてます。落合副委員長が、所管の部分で少し

聞いたと思うんですけれども、私は委員長の立場としては、逆にありがたいと思っておりますので、

うまくリンク出来て提言がまとめられたんだということで、私は何も申すことありませんので、これ

で了としたいと思っております。 
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○議長（橋本久夫君） 

はい。そのほかございませんでしょうか。なければこれについてはこれで終わります。 

松本委員長におかれましては、本日の質疑内容も反映させた上で、成案の作成をお願いをいたしま

す。完成後は、私に提出していただき、最終案とするか、判断をしたいと思いますので、皆様この手

順でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（橋本久夫君） 

はい。それでは、この件はそのように取扱いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そ

れでは、説明員の入替えをお願いします。 

○事務局長（前田正浩君） 

はい、産業建設常任委員会の皆様は、説明員の席へ移動をお願いいたします。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

協議事項(２)産業建設常任委員会の政策提言について 

○議長（橋本久夫君） 

それでは、会議を再開いたします。次に、協議事項の２産業建設常任委員会の政策提言についてを

説明を願います。西村産業建設常任委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。西村昭二です。座ったままでよろしいですか。失礼します。はい。それでは私たち産業建設

常任委員会のほうから、政策提言について御説明させていただきたいと思います。まず私たちは、ち

ょっとレアなケースかもしれませんけれども、観光業、そして、水産加工業という、二つの業界に向

けてこれの内容について提言をさせていただきたいと思います。 

１ページをお開きください。はじめに、なんですけれども、皆様のほうにはタブレットで事前に配

付されて熟読されているかと思いますので、全てを読み上げることはせずに、なぜ私たちがこの二つ

の大きな強化の提言をまとめたかというのが、下のほうのですね、このような状況下でというところ

が全てであります。昨年の 11月に水産加工業者が一社倒産しております。そしてさらに今年 10月に

民事再生法の適用の申請が一社ありました。観光業についても、今年宿泊業者が倒産したというとこ

ろもあり、少しタイトな日程ではあったんですが、新年度予算に向けた提言、あとは補正で組んでい

ただきたいというところで、このような形で、急いでやらせていただきました。私たちはですねこの

提言書を見ていただいて分かるとおり、当初先進地視察を行い、そして提言をまとめようとしたんで

すけれども、なかなか同じような規模の自治体で先進地として成功事例というのもなかなか見つける

ことが出来ませんでした。それで、先進地をどうするかという視察をするよりも、まずは地元の業者

さんと意見交換を重ねて、そして、この今の宮古市の現状に合わせた政策提言をまとめていきましょ

うというところでまず先進地の視察というところは、行わなかったというところもあります。 

それで早速、内容のほうに入っていきたいと思いますけれどもまず、２ページ目から第１章として

現状と課題というところです。まずですねこの現状というところを認識していただきたいんですけれ

ども、先にこの宿泊業の現状ですね、丸が七つありますけれども、もう本当に、厳しい現状だという

ところが見て取れると思います。全国的な報道ではコロナ前を上回る、国内宿泊数だという報道もあ
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るけれども実際は、宮古は回復していないんだと。そしてあとはコロナ禍で借入れした返済が始まる

けれども、もう売上げもなく、支払えないんだよと、こういったところの現状で厳しい現状を聞かせ

ていただきました。あとは皆さん熟読してるかと思いますので進んでいきますけれども、特にこの宿

泊業者の場合は１度商工会議所さんのほうが窓口になってやらせていただいたんですけれど、そこで

参加された方から、この間こういうことやったんだよという話の中から、もう少し小規模の宿泊事業

者さんのほうが、ぜひ私たちの意見も聞いてほしいというところで２回開いております。こういった

形でいろいろ現状課題というのが観光業からは出ております。 

もう４ページのほうに入らせていただきます。水産加工業者との意見交換も、８月９日に、商工会

議所さんの水産部会の方々とさせていただいております。現状はこのとおりこのページに書いてある

とおり、やはり原材料の高騰であるとか、宮古の魚がとれなくても商売出来ないと、そういった内容

がほとんど。あとは雇用の問題であるとか電気料金、そういった形の本当に商売を続けていくのが厳

しいんだというところが、ここにまとめられております。 

５ページに入ると、もう課題と要望というところですけれども、いずれここもやはり大きいところ

だと太陽光、先ほど、総務のほうでもありましたが太陽光発電設備などの導入というところも検討し

てくれないかと。もう固定経費で経営が圧迫されてるんだという、やはり大きな部分があるんだなと

いうのが、伺えるような要望等々がありました。 

もう早速、ちょっと時間も午前中、間に合うかどうかあれなので６ページの政策提言のほうに入ら

せていただきますが、この提言のまとめ方ですけれども、国と県の要望というのもまとめてますし、

共通の要望というのもありますので、少し見づらいかもしれませんけれども、まずは水産加工業、そ

して観光業の方々からの要望で共通した項目、実はこれいろんな、この業界だけじゃなくて全体にも

関わってくるかと思うんですけれども、いずれ、この二つの業界からの共通項目だというところで、

まず、提言１まとめさせていただきました。燃油価格高騰により経済経費負担になっていますと、そ

して、ここの部分のエネルギー経費の抑制を図るとともに、事業者の再エネ省エネシステムの導入促

進して、固定経費の軽減を検討すべきと考えるというのが私たちが、まとめたところであります。こ

こは本当に総務のほうに、やはり関わってくるんだろうというところでありますけれども、やはり私

たちもあえてここは、企業が事業を継続していく上で、避けては通れないところだなというところで

掲げさせていただきました。(１)の宮古市版、この宮古市版というのが私たちがちょっと仮称でつけ

たものもありますけど、事業者向け自家消費型太陽光発電設備導入事業費補助、ちょっと長くなりま

したけれども要は一般家庭用で先ほどもありましたが、太陽光パネル 25万円、蓄電池 20万円という

ような形で補助をしておりますが、やはり大きな、例えば電力を使う水産加工業であるとか、宿泊事

業者、例えばホテルであるとか、冷凍設備を持っているところ、動力を使う工場、そういったところ

に、やはり同じようなシステムを入れて、そして固定経費を抑えていきたいんだけれども、やはり導

入をするに当たって数千万単位の、下手すると億単位のお金がかかるかもしれないと。そこで家庭用

の、今現在やってるのも事業者に出しているのも家庭用と同じ金額ですので、そうではなくて、事業

者向けの新たなそういった補助制度をつくってほしいというところになります。 

(２)あとは、7月 31日まで実施してましたが、エネルギー価格高騰緊急対策支援給付金、要はこの

件なんですが、これを復活してほしいと。あとは助成要件の緩和と助成額の引上げを行った上で復活



－18－ 

してほしいと。これ細かいことなんですけれども、例えば、利益率の計算をして、それが、直近に終

了した事業年度の営業利益率、または売上げ総利益が、前年度と比較して減少してなければ駄目だと

かいろいろ細かいところがあって、実際は申請をできるところでも、ちょっと計算が面倒で出してな

かったというとこもあるのではないかと。あとは、上限が法人と個人で違うところもあるし、要は、

使いやすいようにそういうふうな形に直してですね、そして復活をしてほしいということになります。 

(３)事業用家屋の固定資産税の軽減を検討することとありますけど、これは、やはり意見交換の中

で固定資産税をどうにかしてほしいというお話がありました。ただ、委員会の中で、例えば固定資産

税といっても土地、建物、いろいろなものが出てきます。そしてこの２業種だけじゃなくてこういう

全てに関わってくるので、ちょっとこれを取り上げるかどうかというのも委員会の中で、かなり深い

議論がありました。結局この事業用家屋というところで建物だけに限定させていただいて、提案をさ

せていただくことにしました。 

提言の２、国県への要望について、ここは、皆さん御存じだと思いますが、多くの事業者が、震災

後のグループ補助金、そしてコロナ禍におけるゼロゼロ融資、いろいろ融資を受けて、既定事業を継

続するために頑張って来ておりましたが、これ意見交換でもあったんですが、もう売上げが全く戻ら

ない、そして実は金融機関に待っていただいているんだというような、もう事業継続をしていくのは

厳しいというお話がありました。そういった面で(１)、(２)もそうなんですけれども、現在のこの苦

境を乗り切るために、グループ補助金等の償還期間の延期を国、県に働きかけること。そしてこの新

型コロナウイルスの特別貸付けゼロゼロ融資を別枠にし、事業継続に必要な新規融資が受けられるよ

う、国と関係機関に働きかけること。 

あとは、(３)県事業である中小企業者等事業継続緊急支援金支給事業について、原材料価格等の上

昇と収益減を踏まえ、その要件である売上げ基準の引下げと、補助率引上げを県に要望することと。

ここは宮古市でどうこうできる問題ではないので、いずれ事業者の今の現状を踏まえて、このグルー

プ補助金であるとか、あとは最初の説明にですね、「等」って入れてるんですけれども、これは国の公

庫なども入ってますので、いずれその商売用で借入れしたものについての要望になります。 

（4）なんですけれども、国のトライアル雇用制度。これは意見交換の中で出てきたんですけれども、

やはり人材不足という面のお話も出ておりました。後で別なところでまた市のほうのトライアルの助

成の部分も出てくるんですけど、いずれトライアル雇用というのは３か月の試用期間があって、そこ

で事業者、労働者がお互いに話合いをして、残るのか残らないのかという簡単に言うとそういう制度

であります。ただ、トライアルですから、今まで携わったことがない、例えば水産加工であるとか、

そういったところで、果たして３か月で本当に技術が上がるのか。続けていけるのかというところも

あるので、要は委員会の中ではこれを６か月とか１年にしてほしいというお話もあったんですが、な

かなかその国のことですので期限の数字を示すのも難しいだろうというところで、試用期間の延長と

いう形で取上げさせていただきました。 

提言３宮古市中小企業振興資金融資制度の拡充について、事業継続及び従業員の雇用継続、確保に

向けた緊急的な対応が必要と考える。これもこのとおりであります。 

(１)宮古市中小企業振興資金融資制度について限度額の引上げと、融資期間の延長、利子補給上乗

せ等の拡充を検討すること。これは利子補給まで、利子補給の上乗せ等っていうところもちょっとこ
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れポイントだと思いますけれども、この辺を検討していただきたいということであります。ここまで

が共通項目、共通の要望、提言になります。 

７ページここが観光業に関する提言ということになります。提言１滞在型観光等の推進について。

全国的には、コロナ前を上回る国内宿泊数と報道されていますが、これ最初にも説明しましたが、こ

の宮古市は６～７割程度の回復にとどまっていますと。厳しい現状が続いている。そこで、宮古宿泊

割の復活に加え、魅力ある割引企画を検討すべきと考えると。 

(１)これから迎える閑散期に向け、宮古宿泊割及び地域クーポン券を復活すべき。これは要は、そ

のとおりなんですけれども、復活してまた地域クーポン券もありましたので、それをまた何とかして

ほしいということです。 

(２)宿泊客に対する遊覧船の割引券を発行すべき。これはですね、宿泊施設との意見交換で出てき

たんですけれども、要は県北さんが今、遊覧船を運航して、パークさんがチラシをよく出してるそう

です。そういうのではなくて、宮古に宿泊をしていただいた観光客に対して、例えばここは細かくは

載せませんでしたけど、仮に 300円の割引券っていうのを誰にでもどこの宿泊施設でも発行できるよ

うに、例えば、割引スタンプのようなものをカードか何かに押してお渡しするとか、そういった形の

意味合いです。遊覧船に乗ってください。乗っていただきたいというところと、宿泊した観光客に向

けてのサービスと、そういったところで誘客を図りましょうという意味ですのでよろしくお願いしま

す。 

あとは(３)ちょっとここも教民さんともちょっとかぶるのかなと。修学旅行とかになると教育委員

会のほうのあれになってしまうんですけれども、スポーツ合宿や修学旅行等の誘致を図るため、スポ

ーツ合宿事業費補助金の拡充と、教育旅行補助金制度の創設を検討してほしいというところでありま

す。あとは、教育委員会と観光課のほうとかでうまく連携していただいて、情報交換しながらやって

いただきたいなというところもあります。 

提言２鉄道を生かした観光振興について、鉄道を利用するシニア世代を中心とした利用促進企画を

検討すべきと考えると。要は今この日本国においても高齢化が進んでおりますし、自動車で自家用車

で来られる方ではなくて、鉄道を利用して宮古に来ていただきたいと。そこで JR山田線も残していき

たいというところも踏まえながら、なるべく山田線を使って、そしてあとは三鉄を利用して宮古に宿

泊していただきたいという意味合いです。 

(１)沿線の観光資源、魅力をＰＲし誘客を一層促進すること。これは例えば各駅であるとか車窓か

ら見える風景など、そういった形のものを、もっと魅力を発信して鉄道を利用していただけるような

ことをしてほしいということです。 

(２)あとは、ちょっと失礼な言い方かもしれませんが、ＪＲ山田線、特に山田線なんですけど、公

共交通としてはなかなか厳しいだろうと。というのは、よく田中委員もおっしゃいますが、まず遅い

と、時間帯も合わないと。そういったところもありますし、これ JRの考え方なんでしょうけども、も

う公共交通という山田線ではなくて、私たち産業建設としては、もう、ない言葉なんでしょうけども

観光列車としての活用もして、利用促進につなげていきたいという意味合いもあります。それで例え

ば、新聞報道にはいつも出てますが、シカとの接触で年間 300何十日、要は１日に１回は、鹿との衝

突で列車が遅れます。あとは落ち葉、ちょうど今からですよね、落ち葉で空転のトラブルがあります
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よと。これを、こういった悪いイメージなはずなんですけれども、そういったトラブルを逆手にとっ

た宿泊割引などを検討してほしいというところです。これは宮古の宿泊施設に泊まった方限定という

意味ですので、宮古駅であれば、今三鉄さんのほうが駅の運営をしておりますので、先ほどの遊覧船

の割引チケットみたいに、例えば、駅を出るときに、トラブルスタンプみたいなのを押して宿泊施設

に持っていくと、割引をしてもらえると。いろんな、これも企画なんですけれども、要はマイナスを

プラスに変えていこうという意味合いもあります。あえてシニア世代というのは時間に余裕がある

方々に来ていただきたいという意味合いもあって、これを検討してほしいということです。 

(３)山田線、三鉄を利用する観光客向けの観光地周遊バスの導入に向けた試験的取組を行ってはど

うかと。これは意見交換の中から、要望として出たものであります。なかなか周遊バスを導入してほ

しいという断言だとかなり厳しいだろうというところで、まずは可能性を探って試験運行していただ

ければいいなと。そこから始めていただけませんかというところになります。 

提言３出崎地区の活用について、着地型観光地として道の駅なあど、遊覧船の発着場を備える出崎

地区に地域の付加価値をつけ、そして、さらに魅力ある観光拠点に育てるべきと考えると。 

(１)近隣に魚市場があり、海に面した立地を生かして、鮮魚の販売や買った海産物をその場で焼い

て食べられる飲食コーナーの整備を検討すべきだと。イメージは私たちの委員会の中でイメージは、

八戸にある八食センターのようなイメージです。はい。そういったものがあれば、観光としてそこを

目的地にして、宮古にいらっしゃっていただけるのではないかと。私も知らなかったんですけど、そ

ういったこの目的地が宮古というのは今は着地型ということでしたので、着地型観光地として確立す

るために必要なものであろうということであります。 

(２)トレイルコースの月山を目的とした遊覧船の活用を検討すべきと。月山も今道路整備も進んで

おります。これを月山を目的とした、これも着地型という意味で、はい。さらに遊覧船の活用を検討

すべきだということです。 

提言４インバウンドの誘致について、市は令和５年度をインバウンド誘致に向けたリスタートの年

として位置づけているということで、次の施策を検討すべきと考えますと。 

(１)インバウンドの新しいニーズをリサーチし、早急に明確なコースを検討して提案すべきだと。

インバウンドの新しいニーズというのはこのとおりなんですけれども、要は、観光客が何を求めてい

るのかというところ。あとはちょっと私も聞いた情報なんですけど、台湾の方から聞いたんですが、

花巻－台湾の飛行機、航空便はもちろんあるんです。ただ、実は台湾の方というのは仙台－台湾の便

で三陸沿岸を利用したいという声があるそうです。ただやはり宮古市も岩手県ですので花巻空港のこ

としか考えてないんですけど、仙台だと、この沿岸沿いでいろいろコースがあったらいいのになとい

うのをちょっと聞いたこともあるので、いずれいろんなところの情報を、どういったニーズがあるの

か、そういったところも含めてリサーチしてほしいなと。そして観光客誘致に向けて取り組んでいた

だきたいという意味合いです。 

(２)外国人観光客が宮古で満足度を上げるために多言語対応できる人材の確保に取り組むべきと。

これはこのとおりであります。 

(３)国外友好都市との連携強化及び新たな友好都市構築に向けた取組を行い、インバウンド誘致に

つなげにつなげるべき。国外友好都市というのは今現在、中国の烟台市とフィリピンのトリニダット
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市というところ２か所です。そこと連携強化して、人的交流をすることから、観光客、お互いの良い

ところを宣伝し合いながら、観光に来ていただけないかと。あとは、新たな友好都市っていうのは、

よく、宮古市、市長、あと企業さんなんかも行くんですけど、台湾によく行っております。恐らく１

番行ってるのが台湾なんだろうなというところもありますし、あとは今の山本市長はそのシュタット

ベルケ、ドイツですよね。この間も来てたんでしたっけ。ドイツの。 

○議長（橋本久夫君） 

あれは県の事業ですね。 

○委員長（西村昭二君） 

県の事業で、いずれそういったその、今宮古市との関係がある海外の都市とそういった形で友好都

市として、いろいろ観光の誘致に取り組んでインバウンドをうまく進めていただきたいという意味で

す。 

提言５インターネットを活用した情報発信の強化について、観光情報の魅力発信は観光振興を図る

上で非常に重要であり、観光客に必要な観光情報を的確に提供することは、もてなし向上につながる

と考えます。 

(１)ＳＮＳと連動して、地域の様々な情報をリアルタイムに提供するサービスを検討すべきと。こ

れは全くこの文章のとおりであります。 

(２)市のホームページから観光協会や、浄土ヶ浜ビジターセンター等へのアクセスの改善とユーチ

ューバーとの連携を図り、情報発信を推進すべきと。これは観光協会、浄土ヶ浜とビジターセンター

とのアクセスの改善、これはもう文字の通りになります。ユーチューバーとの連携というのがちょっ

と分かりづらいかもしれませんが、ちょっとですね、これも意見交換の中で出たものであります。ち

ょっと難しいでしょうけど、有名ユーチューバーに来てもらって宮古市を宣伝してもらったらいいだ

ろうという、要は分かりやすく言うと、そういうことも含みます。あとは市内事業者でユーチューブ

チャンネルを持って宮古市の宣伝をしている方々があります。例えばそういった方々とも連携をして、

その方たちだけの情報発信では足らない部分があるので、そこで市が少し手を差し伸べて一緒に、共

同して情報発信をしていただければいいのかなという意味合いです。 

提言６宿泊税の創設について。これは意見交換の中で１番最初に言われた要望でありました。観光

のまち、宮古が地域の自然環境を守りながら観光業を活性化させ、持続可能な観光地として成り立つ

ための施策を検討すべきと考える。 

(１)宮古市の観光資源の魅力向上、旅行者の受入れ環境の充実、その他の観光振興を図る施策に要

する費用に充てるための宿泊税の導入について、関係団体等と調査研究を行うことと。結構微妙な言

い回しで、じゃあ何なんだという感じかなと思うんですが、宿泊税というのはやはり目的税であろう

ということで、私たち委員会の中でも、宿泊税をいただいて何をするんだろうと。これは意見交換の

中でも、こういう税があるから導入してその費用を観光客の誘致に使ったらどうだということでした。

ただちょっと私たちもこの内容については当初は、宿泊税の導入を検討すべきだというふうに話合い

をしたんですが、やはり目的税ということと、あとは観光客の方々がどう思うんだろうというところ

もあるので、もう一度、宿泊業者の皆さんと市が、本当にこの宿泊税を導入することがいいのか、悪

いのか、導入するのであれば、どういったところにお金を使うのかというところを話し合ってほしい



－22－ 

ということになります。 

第４章、ここからは水産加工業に関する提言になります。提言１水産加工品のブランド化について

です。宮古発新商品の開発、品評会の継続的開催で、水産加工技術の向上を図り、販路拡大を目指す

べきと考えると。これも水産加工業者さんとの意見交換の中であったんですが、過去にそういった催

しがあったんだけれども、それで優勝したところで何のメリットもありませんよと、その後、進まな

かったんだというお話がありました。 

そこで(１)現在開催している、例を出させていただくと、毛ガニ祭りなどの各観光イベントとタイ

アップをした品評会を開催することで、新商品の開発を促進し、関係機関と協力してブランド化に取

り組むことと。 

(２)商品のＰＲ、インターネット販売、パッケージデザイン開発などを推進・普及するため、専門

家からのアドバイスを受けられる体制を構築すること。これも意見交換の中で、水産加工業者の方か

ら言われた部分になります。そうだろうなと、ブランド化をするにはやはり事業者さんだけでは厳し

いだろうと。そういったところで専門家からのアドバイスを受けられる体制というのが今、ありませ

んので、そういったところを構築していただきたいということになります。 

次のページ９ページ(３)になります。国内はもちろんのこと、海外マーケットの新たな可能性につ

いて調査研究を進めるべきと。もちろん、これもこのとおりなんですけれども、ニーズを調査して、

そして、それに合わせた商品を作って販売していくべきだろうということになります。 

提言２原材料の確保に向けた取組。宮古魚市場の水揚げの減少により、市外からの原材料の仕入れ

が増加している現状だが、価格高騰により経営を圧迫する要因の一つとなっていることから、市内で

原材料を確保できるような取組強化が必要であると。これはですね、要は水揚げが相当減っています。

これ皆さんご存知なんですが、そうすると必然的に魚の単価が上がりますと、魚の単価が上がるので、

例えば海外の魚であるとか、例えば北海道で採れたものを宮古に持ってきて加工してるんだけれども、

円安の影響とかで、今は輸入する魚も高くて大変だと。そういった現状で商売続けていくのが大変だ

よというところで、原料確保に向けた取組が必要なので、そこで(１)今一生懸命やってますが、宮古

トラウトサーモンに見られる陸上養殖の規模拡大を進めること。どんどんこのサーモンを増やしてい

って、つくる側と買う側のバランスもあるんでしょうけれども、これを進めていって原料の確保をし

たいというところであります。 

(２)新たな魚介類の養殖の可能性について、県を初めとする関係機関とともに調査し、実現に向け

取り組むこと。魚がとれなくなったら簡単に言うと、つくりましょうと。育てましょう。これは魚だ

けではなくて、今、ウニの蓄養なんかも田老町漁協さんでやってますが、様々な海産物を養殖で何と

か原料確保していっていただきたいというところです。 

(３)安定的に、宮古魚市場への水揚げ増と、低価格での原材料確保を推進するために、新造船建造

について、市の財政負担も含め関係機関と協議し検討すること。これはかなり踏み込んだ提言になっ

ておりますけれども、魚がとれないんだと。海外の魚も高くなってる。そういったところで、もう原

料を確保するのに相当な苦労をしているんだという現状です。そういったところで、それであればこ

の宮古魚市場へ水揚げをする、要は宮古のためだけに水揚げをする船が必要であろうと。そういった

ところで、漁協さんであるとか、民間の企業であるとか、そういったところと協議をして、新造船を
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考えてほしいというところです。この中には、可能か不可能か分かりませんが、委員会の中でも議論

しましたけど、遊覧船の場合は、市の財産として市が遊覧船を市のものとして建造したという実績も

あります。これ、公共交通であればいいんでしょうけど遊覧船というのは観光に関わる部分です。漁

船というのも、もしかしたらば、市で建造して運営するところを募集してやっていただけるかもしれ

ない。そういった部分も含んでおります。そうすることによって宮古専用の漁船ができるというとこ

ろで原料確保に向けた取組と、かなり踏み込んでますけれども、少しその辺を考えていただきたいと

思います。一例で出すならば、例えばサンマ船に関してですけれど、大船渡の鎌田水産さんは、やは

り有名ですけれども、11月 6日現在で水揚げが 33回、そして 2,763トンという数字が出ております。

で、宮古はまだまだ 8回で、85トンというところしかあがっていません。鎌田水産さんは 6隻で操業

して 2763トンでありますので、仮に１隻、宮古にサンマ船があったらば、割る 6だと 46トンかな。

ですから、１隻あるだけで今の 8回あがって 85トンという、あれ、46トンですかね。 

○議長（橋本久夫君） 

その辺は手短にお願いします。 

○委員長（西村昭二君） 

いずれ大船渡にあがっている水揚げの６分の１は宮古にあがるだろうという単純計算になりますの

で、要はそういった考えも必要であろうというところで、踏み込んだ提言をさせていただきました。 

提言３雇用対策、水産加工業の労働環境は他業種に比べ厳しいと。従業員の確保とその定着は重要

な課題であります。そこで、外国人労働者も含め人材確保に向けた取組が必要ではないかというとこ

ろから、(１)従業員の定着を推進するため、宮古市トライアル雇用奨励金の期間を現在の６か月から

１年に延長すること。これは最初に国に対しての要望でありましたけれども、国では３か月、そして

今は宮古市はその後、継続雇用であれば６か月というところであります。それにしても、両方合計し

ても９か月しかないんだと。この９か月で果たしてトライアルで入ってきた従業員、成長というか１

人前になるのかなというところです。それで、国のほうには３か月から少し延長をしてほしいと。そ

してさらにその続きの宮古市のトライアル奨励金を、６か月から１年にしてもらえないかと。そうす

ると人材育成期間が伸びるというところで、従業員の定着につながるのではないかという意味合いで

あります。 

(２)海外の友好都市と連携して外国人労働者雇用の可能性を検討、協議すべき。これはですね、水

産加工業の方は既に外国人労働者を雇用しているというところもありますし、それでもまだまだ人材

不足だという御意見もありました。そういったところで、これは友好都市と連携してというのは、例

えば中国であるとかフィリピンであるとかそういったところですけれども、そういうところを協議し

てほしいというところです。 

(３)外国人労働者を受け入れるための組織づくりをし、安心して就労できる環境を構築すべき。(２)

と(３)は、実際つながってるんですけれども、今外国人を雇用する際は、様々なブローカーを介して

現地に入るということになりますけれども、そういったところを市でやれるかどうかは別ですけれど

も、大船渡なんかは商工会議所さんが窓口になって全てやっている。それと民間でやることも可能だ

とは思いますけれども、要は、外国人労働者を受け入れるところから、最終的に国に帰っていただく

までの期間、うまく連携をして、途中で国に帰らないように就労できる環境、通訳さんとかも含め、
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いろんな意味でサポートできる、安心した組織をつくってほしいということになります。はい、長く

なりましたが、産業建設の政策提言の説明は以上になります。 

○議長（橋本久夫君） 

はい。産業建設常任委員会におかれましては、調査研究大変御苦労さまでございました。皆様にお

諮りしたいと思いますが、間もなく昼食の時間になりますけれども、どうでしょうか。協議事項の３

も控えておりますが、このまま延長でよろしいですか。はい、よろしいですか、延長。このまま続け

ていこうかなと思いますが、何か。産業建設分も長くなりそうな気がするんですけども、お諮りしま

すが休憩を挟むかそれともそのまま継続するかどちら。休憩入りますか。はい。では、今 5分前です

が一旦休憩をして早めに始めますか。１時でいいですか。はい。じゃあ改めて一旦昼食を挟みまして、

１時に開会したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、暫時休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

午後１時００分  再開 

○副議長（竹花邦彦君） 

西村委員長のほうからは、かなり踏み込んだ部分は入っているということですので、それはそれと

しても、しかし一方では、議会として提言をするわけですので、やっぱり議会としての合意形成、あ

るいはしっかりと認識共有する課題も幾つかあるなというふうに私は見ております。そういう意味で

提言内容の合意形成という点も含めてですね、幾つか、ちょっと常任委員会のお考えもお聞きをした

いなというふうに思っております。 

まず最初にお聞きしたいのは、６ページ、第２章、共通の課題に対する政策提言であります。これ

は常任委員会のほうは、観光それから水産加工業についての提言だと、こうなっているわけですが、

この共通の課題という認識の捉え方。つまり二つの業種に関わっての提言なのか、内容的にはこれは

やっぱり、ある意味、地域における全業種に関わってくる問題だろうなと、そういう受け止めもでき

るんだと思うんですよね。固定資産税の軽減の問題、あるいは国県への要望等ではグループ補助金等々

含めてね、これはそういった意味からすると、全業種的な課題にもなるわけですね。そういう意味で、

この共通の課題というのが、いわば二つの業界に対する提言というふうに受けとめるべきなのか、そ

れとも先ほど申し上げたように、これは全業種の課題だよねと、そういうふうに受け止めるべきなの

か、そこのところを少し確認の意味も含めて、まず、お伺いをさせていただきたいなというふうに思

います。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。御指摘が来るだろうというところは、想像はしておりました。答えからいうと、もう全体に

関わってくることだと委員会でも認識しております。ただし、やはり私たち、２業種と、２つの業界

としか意見交換をしておりませんでした。内容については、本当にこれは他の事業者、事業所、業種

の方々と共通の認識であると思っております。ただ建前上ですね政策提言をまとめるに当たっては、

２つの業種としか意見交換をしておりませんが、これを提言としてまとめることによって、当然市長

以下当局の方々は、全体に関わることだというふうに感じるとは思います。もしこれがそのまま通し
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ていただけるのであれば、提言をお渡しする際には、一言つけ加えて、全業種に関わることではある

けれどもっていうところは、つけ加えて、お話ししたいとは思っております。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

だとすれば、産業建設常任委員会とすれば、あくまでも観光、それから水産加工業に関わる提言だ

と。あとは、市がどう受け止めるかという問題はあるがというお話でしたけれども、そうすると産業

建設常任委員会とすればあくまでもこの共通というのは、二つの業種に対する提言だと。そう我々は

受け止めていいかということなんです。 

○議長（橋本久夫君） 

はい、西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

思いとしては全体なんですけれども、意見交換をしたのは２つの業種でしたので、表向きって言い

方は変なんですけど、この２つの業界からの意見交換で出た部分、そして要望があった部分ですので、

これは一応２業種のことに関した提言。ただし、皆様が思っているとおり、全体に関わることですの

で、そこはお渡しする時につけ加え、渡すということしか形式上出来ないのではないかなと思ってお

ります。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

私は率直に言って今の地域経済等の状況を鑑みて、言わば、冒頭委員長のほうからお話があった新

年度予算、あるいは緊急的な補正予算等の対応も含めてのね、そういった意味を含めた提言だという

んであれば、やっぱりここの共通の課題というところは、やっぱり地域経済全体に対するやっぱり、

認識という受け止めをしたほうがいいのではないかというふうに思うわけですよね。例えば固定資産

税の問題についても、これあとで少しまたお聞きしますけれども、２つの業種だけね、固定資産税の

軽減をすべきだと。他の事業者との公平性の問題等々含めてね、いや、それはないでしょうという話

に当然なるんだと思うんです。 

したがって、確かに意見交換は２つの業界の皆さんとの意見交換だろうと思いますけれども、それ

を意見交換を通じて、産業建設常任委員会としてどう受け止めるのかというところ。つまり今のそれ

以外の業種も含めて、今のコロナ禍あるいは物価高騰の状況の中における、市内事業者のところをど

う受け止めるのかというところもですね、やっぱりある意味で私はそういったところの判断も必要で

はないのかなというふうに思いますので、ここは少しやっぱり全体的にそこはきちっと議会として整

理をすべきではないのかなと。私は、そういった意味で、先ほど申し上げたように、市内事業者全体

の共通課題だという認識と受け止め方にすべきではないのかなあという、内容的に見てもね、そう思

うんですよね。いかがでしょうか。 

○議長（橋本久夫君） 

落合副委員長。 
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○18番（落合久三君） 

委員長が触れたとおりなんですが、直接的には、意見交換会でいろんなここに書いてあるようなこ

とを含めて意見が出された。そしてそれについて検討をしている最中に、端的に言えば水産加工会社

が９億の負債をかかえて、民事再生の申請に踏み切った。それから数日して、今度は宿泊業、飲食業

の業種の方が倒産したと。それに関わるいろんな情報が我々の中にも集中したこともあって、思いと

すれば、これはもう急いでこの連鎖していく、マイナスの影響も考えて、こういうふうにまとめよう

ということで直接的には、委員長が言ったように、スタートはそういうことでした。まとめ上げてい

く過程の中で、またまとめた時点で、この書いてあることは、宿泊業水産加工業には限らない。他の

製造業もそうだし、商店街も場合によってそうだしっていうのはその通りなんですが、という経過だ

とうのをまず。最初から全業種を対象に議論したというのではないです。 

しかし、結果としてまとめた内容は、全業種に関わることだと。したがって今ちょっと委員長と、

ちょっとここでこちょこちょっと話ししたのは、全業種にも関わる問題だという認識は同じですので、

そうしたほうがいいっていう意見が、議会として多数だというのであれば、そうすることには全然や

ぶさかではないっていうのが、今ちょっと委員長との間で、ちょっと話したのはそういう意味でした。 

○21番（竹花邦彦君） 

少し皆さんからも御意見をいただければいいんですか。この件については。まだありますけども。 

○議長（橋本久夫君） 

はい。松本議員。 

○19番（松本尚美君） 

今の竹花議員の共通するっていう部分は全体だとすればね、私はやっぱ、今回ね、先行して細かく

といいますか、大枠の部分は、今の市の経済状況に鑑みての政策提言に分けて提言をすればいいのか

なという意見ですね。先行して、観光、水産、今回後段にありますけれども、提言。これはこれで、

共通という意味ではなくて、全体の、いわゆる経済対策なり、そういった部分に位置づけして、分け

てしまう。これは、今の経済対策として全業種ですね、全体の部分で、そこから分けて観光と今回は

先行して、提言という。提言を二つに分ければ分かりやすいんじゃないのかなと思いますが、どうで

しょう。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。今、竹花議員とのやりとりの関連というところで、いずれ今竹花議員からの御指摘があった

ところは、要は全業種、宮古市内の業種の部分だというところで、今ちょっと私の頭の中だけなんで

すけど、共通のところは少し、説明書きをプラスして、宮古市の事業者全体に対してというところで、

まとめたいなと思います。実際は２業種としか意見交換をしてませんけれども、現在の市の経済とい

うのは皆さんある程度、共通認識でいらっしゃると思うので、ちょっと説明書きをつけ加えて提言１、

２、３というのは、市内全体の部分での提言に作り直してですね、そして３章４章はそのとおり、観

光業、水産加工業というところで大きく三つに分けて、つくりたいと思います。ただ、内容のことは

またこれから協議していくべきだと思いますけれども、いずれ第２章のところはそういうふうに、共
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通の部分は、全体というところで、つけ加えながらやらせていただきたいと思います。 

○議長（橋本久夫君） 

松本議員。 

○19番（松本尚美君） 

はい。関連なんであれなんですが、いずれ今委員長がおっしゃったように、私も提言をしてるんで

すけども、やっぱりこう分けて組立てをする、そして当然この表紙になってるとね、どうなのかって

いうこともありますから、そこも含めて、独立性を持たせて、提言に結びつける。そしてプラスです

ね、今回、西村委員長も言ってますし、皆さん共有なんですけれども、先行して、今回の観光、水産

業業界の方々と意見交換をしたんで、ここは先行しますよ。残りはどうするんだっていうことを聞か

れると思うので、それはぜひ粛々とですね、今後、提言につなげるサイクルに乗せていただければな

というふうに思います。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

それではぜひそこのところは、常任委員会のほうで整理をしていただきたいと思います。いずれ内

容的にはね、二つの業種ではエネルギー政策についてもね、当然これは観光とか水産加工業者に対す

る再エネ省エネシステム導入だけではないというふうに思いますので、全体的なやっぱり地域に関わ

ってくる課題だというふうに思いますので、ぜひそこは改めて整理をお願いしたいというふうに思い

ます。 

そこでここの第２章の提言の１の(３)の事業用家屋の固定資産税の軽減の検討についてであります。

当然意見交換の中で、こういう意見が出たというのは私も傍聴をしておりますので承知はいたしてお

ります。ただ事業用資産だったかどうだかという問題は別にしてですね、やっぱり、そういう税に対

する負担軽減を図るべきではないのかという意見があったということは承知をしています。問題は一

つは、市の財政への影響がどうなんだろうという一つやっぱりそこのところが一つあるだろうという

ふうに思います。多分そこは税当局、市当局との意見交換を多分してないと思うので、実際問題とす

ればこれによって歳入、市財政への影響がどの程度出てくるのか。本当はそういうところも少しやり

とりをして欲しかったなというふうな思いはありますけれども、多分そこはしていないだろうという

ふうに思います。そこで、改めてお聞きします。ここに検討をすることとなっていますが、期間的な

問題を単年度というふうに、常任委員会では議論をされているのか、それとも複数年にわたって、軽

減を検討すべきだというところになっているのか、ちょっとそこら辺の議論経過があれば、常任委員

会としてこの期間についてはどういうふうな議論がされて、常任委員会ではどういう思いがあるのか

という辺りをお聞かせいただきたいなというふうに思います。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。これは今竹花議員のほうからも、傍聴してたというところですので、これはある事業者さん

のほうから出た部分で、意見交換の中ではもう固定資産税だと。そして駐車場云々っていう話まであ
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りました。ただ、もちろん、そうなると財政的な部分も私たちも懸念もしておりますし、当然、加工

屋さん、観光業さんだけではないというのも、これは承知はしております。そこで私たち委員会の中

で、事業用家屋というふうに委員会の中で協議をして、やったわけですけれども、土地まで全て含む

のか、そういったところはやっぱりその財政的な、市の財政的なところを考えて、事業者からの要望

にお答えをできる、最低限のところなのかなというところで、こういうふうにしましたが、じゃあい

つまでなんだと。それが単年なのか、何年なのかという議論までは至っておりません。今日の全協で、

恐らくここは厳しい質問が来るのかなというのは想定しておりました。私たちも、かなり厳しい内容

で踏み込んだ提言であるなというのがありますので、今日のこの合意形成の場でここは例えば、今回

は削除をしてもいいのかなという考えもあります。ここで皆様の御意見を聞いてですね、そこは対応

したいと思っております。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

そうすると具体的な複数年にわたるのか、あるいは単年度、そういう議論はしていないということ

ですね。ここはある意味で本当に大きな課題だというふうに思いますので、やっぱり全体、議会とし

てどう考えるのかというところはやっぱり皆さんで、意見を出し合って少しやっぱり方向づけをすべ

きではないのかなというふうには思います。ずっといっていいですか、先に私の問題認識を、いいで

すか。はい。それではこのことについてはぜひ、ほかの議員からも、固定資産税の問題については、

意見を出していただきたいというふうに思います。 

次の課題です。ページ数でいきます。７ページ、観光業に関する提言。提言の２の鉄道を生かした

観光振興のシカとの衝突あるいは落ち葉での空転等に対する宿泊割引。これ非常にユニークな発想と

思いつつも、言わば宿泊者に対する割引、その空転時、あるいはシカの衝突した時に乗っていた他の

宿泊しない利用者との公平感というか、それはどうなのという思いも抱いて私は見ております。つま

り、説明では宿泊をした人に限って宿泊割引だという御説明ですよね。ちょっとそこら辺のですね、

そういう、一緒に利用していた他のお客さん、つまり宿泊をしない方、こことの不公平感とかそうい

ったものについての議論があったのか、あるいはここは確かに、ここは観光業に対する振興ですから、

宿泊者だよねというのもね、言わんとする意味が分からないわけではないけれども、そういう意味か

らすると、他の利用客宿泊しない利用客との公平感という点ではどうなのかなという思いを持って私

はこれ見ております。したがって個人的には別な、宿泊割引に限らずその方に対して何か記念品みた

いなものを渡してもいいんではないかなとか、様々いろんな発想はあると思うんですよね。そこら辺

が、宿泊割引というふうに、提言の中に盛り込んだ、そこの意図みたいなものがあると思うので、も

う一度お聞かせいただきたいなと。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。まず宿泊客とそうでない方の、というところは、ある意味このＪＲ山田線とか三鉄さんなん

ですけど、例えば、山田線に関しては、山田線の存続の問題もありますので、公共交通としての利用
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促進プラス、私たち産業建設の立場からすると、観光列車として、何かこう一つでもアイテムとして

ないかというところから、公共交通として考えたときには、空転であるとか、やっぱりシカの衝突で

停車してしまうというのは、もう公共交通の役割を担ってはいないだろうということがあります。そ

うすると、必然的に利用客は減って、これはもう廃線に近づいていくんではないかと。そこで、公共

交通としての位置づけとは別に、これＪＲさんにはやはり余り大きな声では言えないんでしょうけど、

あくまでも公共交通というところで、存続しているはずですから。ただ、利用促進のアイテムとして、

じゃあ何か観光と結びつけることが出来ないかというところで、トラブル、要は体験型観光の位置づ

けでもあると私は思っております。宿泊客、これはもちろん私たちは宿泊業との意見交換ですので、

これを逆手にとったというのは、意見交換をした宿泊事業者さんからも評価は受けましたので今回載

せさせていただきました。利用客に関してはＪＲが行うことだと思っております。私たちは宿泊をし

ていただいた観光客に対してのサービスというか、おわびなんですけれども、逆に利用客は増えるだ

ろうということもありましたので、ただ利用した方に記念品というお話にはなりませんでした。あく

までも宿泊をされた方ということで委員会の中ではまとめた流れであります。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

そうすると整理をすれば、トラブル等の場合の運賃等々に関しては、これはあくまでも運行業者で

あるＪＲが考えるべきことだと、こういう整理の仕方をしたというふうに私は受け止めたわけですが、

そういうふうな受け止めでいいですか。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。宿泊のお客様に限りっていうのは、例えば、どういう形態かというと例えば、トラブルに遭

ったお客様が駅を出るときに、例えばですけどトラブルの例えばスタンプみたいなのをもらうと。そ

れを宿泊施設に持っていくと、例えば 500円、1000円割引しますというようなイメージです。それを

後で市のほうが宿泊事業者に対して割引券の分を負担するというようなイメージです。ですから、あ

くまでも宿泊施設に持ち込んだものしか、泊まった方しか利用出来ないようなサービス券のようなも

のを、宮古駅でやっていただければいいのかなと。市だけでできる問題ではないとは思ってます。利

用客に対して出すっていうのはＪＲじゃないと。その運賃の部分は出来ませんけれども、あくまでも

宿泊料金の割引をするための割引券を発行してもらうというところです。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

私はそういった意味ではね、利用客全体に対する公平感を持つとなれば、先ほど今、西村委員長も

言ったように、それはＪＲでは出来ないでしょうって話だけれども、ある意味ではね、そういった運

賃助成的なものの検討みたいなものも、言わばここはＪＲと協議をしてというようなことであればね、

公平感は、これはとれるんではないかな、そんな思いを持っているわけです。取りあえず考え方は分



－30－ 

かりました。 

次の課題に移ります。次はですね提言６の宿泊税の創設です。ここは関係団体と調査研究を行うこ

とという、そういう格好になってましたので、要はその議論を関係団体、宿泊業者を含めて議論すべ

きだという内容だなというふうに理解をしたわけでありますが、ただ一方では当然これは産業建設常

任委員会とすれば、宿泊税に前向きなのかどうなのかということも問われるわけですよね。それは、

市のほうで判断をしてくださいみたいな格好での当初の説明がありましたけれども、産業建設常任委

員会とすれば、宿泊税そのものについては、前向きなんですか、積極的に導入すべきだというふうな

前提で、研究検討という立場に立っているのかどうなのか、ここが問われてくるんだというふうに思

うんですよね。非常にここはそういった意味からすると、議会として宿泊税をどう考えるのかという

意味にもつながってくるわけですよね。非常にそういった意味では宿泊税については、導入すべきだ

という意見もあれば、いやいやそれはやっぱり負担の増につながるからやめるべきだ、同じ観光業界

でも大きく意見が分かれているわけですよね。そういう意味からすると当然、メリット、デメリット

の整理をする必要があるし、西村委員長が提言の説明をしたように、じゃあ宿泊税をとって何に使う

のだと、目的税として、実際に今宮古市の観光関係ちょっと何にお金を使うことがね、これを税を取

って何に使うことが適当だというふうに思っているのか。やっぱそこら辺がきちっとやっぱり整理を

されるべきだというふうに思う。そうでないと、単に、ばふらっとして宿泊税について検討すべきだ

というね、ことはどうなのかなという私は思いを持っているわけです。 

ですから、そこら辺の議論も含めて産業建設常任委員会の中で、この宿泊税について、どういう議

論がされたのかというところがね、さっきも言ったように、これも常任委員会とすれば、こういう提

起になってるけど前向きなんですか、どうなんですかというところも含めて少し常任委員会としてど

ういう議論がされて、これについてもね宿泊税についても当然意見交換中で出された意見だというの

は私も承知をいたしておりますけれど、ただ、そうにしても、少しここはやっぱり整理をすべきでは

ないのかなというふうに思っておりますので、ちょっとこれ、常任委員会の意見の説明をお願いした

いなというふうに思います。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。これも宿泊事業者の方から、ある新聞記事を参考資料としてほかの自治体ではこういうこと

をし始めたというところの部分からの提言になっております。それで、当初、委員会の中でも二つに

われました。１番最初にまとめるときに、宿泊税は導入したほうがいいだろう。あとはもうそこは要

らないんじゃないかと。ただそこで、委員会の中で導入すべきだという委員の御意見が多かったので、

提言に入れたわけですけど、当初の第１回目の委員会の中の取りまとめのときには、もう宿泊税の導

入を検討すべきと強い口調で最初は作成していたんですけれども、やはり、今、竹花議員がおっしゃ

ったように、目的税であるというところで、私たちは目的は何のためにこの宿泊税を導入させて、何

を構築していくんだろうという具体的な案が出ませんでした。というか、そこまで深い話合いになら

なかったのが事実であります。それで、２回目のこの提言のまとめの時に修正させていただいて、委

員会の中で協議をしたんですけれども、私たちも何をしていいのかというのが分からないまま宿泊税
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の導入をすべきというのはあんまりだろうというところで、事業者の方からは、宿泊税の導入につい

ての要望もありましたので、導入をするための調査研究、いろんな自治体でいろんな事例があると思

いますので、そこを、市と観光協会とかあとは宿泊事業者たちと、本当にこの宿泊税を導入するのが

いいのかどうかというところからまず議論をしてほしいという、ちょっとあやふやな提言になったの

が事実であります。ですからここは、当初は導入すべきというところから、ちょっと私たちもですね

ちょっと時間もなかったもんですから、導入するに当たって何が必要なのかというのを関係団体と協

議をして進めてほしいという。ちょっとやわらかいというか、何か逃げたようにもなりますが、いず

れ、可能性があることでありますので、そこを協議することを検討してほしいということにしました。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

西村委員長のほうからは、常任委員会とすれば導入すべきという意見が多く、委員の中で出された

というお話が今説明の中にありました。意見はどういう理由で導入をすべきだという意見だったので

しょうか。もし、差し支えなければ、こういうことだから導入をしたほうがいいのだという、導入す

べきだという理由等についてはどういう御意見だったんでしょう。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。最初の意見交換のときに宿泊事業者さんから、いろんな環境整備を、この税でやってるんだ

と。その地域では、150円とか、何かすごい低い宿泊者から 150円とかの単価をいただいて、それを

プールして観光に生かした、いろんなものをやっているんだということでしたので、認識としてはそ

ういうものに使うというふうに、皆さん、委員の中では認識で、導入したらいいのかなというところ

で、１回目の委員会のときは導入すべきというふうにしました。ただし先ほども言ったように、私た

ちで何をどういうふうにこのお金を使ったらいいだろうというところが、具体的に示せませんでした

ので、そこを踏まえて、こういうふうに修正させていただいたというところです。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

私は意見交換の場で傍聴しておりましたが、確かにそういう意見はあったことは。ただそれが業界

全体としての意見なんだろうか。ちょっと私はね、そこは受け止めは聞きながら、確かに観光振興に

充てるためにそういったものを導入して、観光振興策の、そういった資金として使うべきだという意

見。ただそれが本当に宿泊業界全体として合意形成がなされた意見かと。ここはちょっと私は傍聴し

てて、本当にそうなっているのかなという思いは私は、意見交換会を拝聴してそういう思いを持った

わけです。 

ですから、業界全体としての合意形成、宿泊税を導入したほうがいいということになっているかど

うかはね、ちょっと私はここはクエッションなんですよね。調査研究ですから先ほど言ったようにね、

ここはそういう形で、すべきからそういった表現に変えました、というところは、当然そうすべきだ
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ろうなというふうに思います。ただ問題はやっぱりここをじゃあ議会として、前向きに進めるという

ことでの考えなのかどうなのかってね、ここやっぱりいろんな私はやっぱり、しっかりここは議会と

しても、本当に宿泊税の導入が必要なのかどうなのかメリットデメリットはどうなのかという点も、

やっぱりしっかりここは合意形成をしていかないと、市民あるいは関係団体の皆さんにも、市は前向

きに考えているのかと、ここは問われてくる問題だというふうに思うんですよね。ですから、そこの

ところが提言の中に入っていくことによって、市議会とすれば前向きで、ここはそういう前提での調

査研究なのっていうふうに問われたときにどう答えるのか。非常にナイーブな問題なんではないかな。

ですからここはね、やっぱりオール議会として、課題点はあるにしてもしっかりとここに対する認識

の共有をして、合意形成をして提言の中にどういうふうに考えるのかというのをしっかりしていかな

いと、ここはいろんな問題が発生してくる可能性があるんではないかな。少しここ私も慎重にもって

もいいんではないかなと、その意見だけはまず申し上げておきたいというふうに思います。後でまた

皆さんも、どういうふうに思うか。御意見を出してほしいというふうに思っております。最後の課題

です。議長。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

第５章、次の９ページです。軽減の２原材料確保に向けた取組。ここでは、(３)魚市場への水揚げ

増と、計画での原材料確保を推進するために、新造船建造について、市の財政負担も含めて関係機関

と協議をし、検討することと。非常にこれも踏み込んだ提言内容になっているなというふうに受け止

めております。西村委員長のほうからもあったように、観光船を市がつくって、指定管理制度で運営

をしてきている。そういう事例もあって、漁船ではどうなんだろうかと。まさにそういう発想での提

起になっているんだろうと私も、これ見たときに、多分観光船と同様のそういうものの考え方も漁船

に適合にならないんだろうかということなんだろうなというふうに受け止めております。 

ただ問題は決してそうではないと思うんだけれども、今の水揚げが減ってきていて、本当に船が少

ないからなのかという、根本的にやっぱりここはね、整理をしておく必要があるんだと思うんですよ

ね。つまり、船ができれば、確かにさっきも言ったようにサンマ船で、水揚げが増えるかもしれませ

ん。でも本当に現状とすれば、船が不足をしているから、水揚げが伸びないのか、あるいは原材料確

保出来ないのかっていうことなのか、素朴に言ってまず一つはね、そういう受け止めが出来るものに

なっているわけですよね。本当に船をつくれば、本当に水揚げがあがるの。原材料確保に苦しんだ人

たちが本当にこれは、船をつくることによって原材料確保できるんですか。ここはね、なかなか率直

に言ってそういう問題ではないのではないかという問題意識が一つです。 

それから二つ目は、やっぱりこの観光船と同じものの考え方で、つまり市がつくって指定管理とい

う方向をもし考えているとすれば、ここをやっぱり市の財政負担の問題も含めて当然指定管理という

ことは、御案内のように、企業も含めた法人あるいは団体でなければ、これ指定管理出来ないわけで

すよね。当然そうなってくると、漁業を従事している会社、あるいは漁協、こういうところにしか任

せられない。じゃあ一般の個人の業者はどうなるのかという問題も当然ここには出てくるわけですし。

非常にそういった意味でここはね、私はかなり踏み込んで、これいいのかなという思いは率直に持っ
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ているわけです。ですからちょっとね、こういうふうに盛り込んだ、西村委員長のほうからは、説明

がありましたけれども、ここはやっぱり私はね、やっぱり極めてこの問題については慎重にすべきで

はないのかなあというふうにはね、私は思うんですね。この提言についてはね。改めてちょっとこれ

の御説明をいただきたいなというふうに思います。 

○議長（橋本久夫君） 

落合副委員長。 

○18番（落合久三君） 

ここはですね竹花議員が懸念する点も我々も議論をしておりました。そこで私のほうからは次の点

をぜひ皆さんにも分かってほしいという意味で、委員長も冒頭午前中の説明のときにその一端をしゃ

べったんですが、地元船籍の、要するに宮古の、誰が持ってるかは別にして、宮古の船、宮古に籍を

置いている船があるのとないのでは、水揚げがもう決定的に違う事例を一つ、サンマ船で言います。

大船渡は皆さん御存じのように鎌田水産っていうのが、サンマの大型船、大型船っていうのは約 200

トンです。これ枠があって水産庁は、一つの会社で５隻以上は駄目と。ちゃんと厳しい枠があるんで

すが、５隻持ってます。大型船。ちっちゃいのはもっと持ってますよ。大船渡の魚市場に今期のサン

マの水揚げは、何回どのぐらいやっているかっていうと 33回、数量が 2763トンで、金額は 12億 2000

万円です。一方、地元のサンマ船を持っていない宮古市場には水揚げは、この間同じ期間８回、数量

は 85トン、金額は 3500万円、もう雲泥の差があります。大船渡は大船渡船籍を持っているというこ

とが最大の理由で、33回 12億円の水揚げをしていると。その中身はね、イワシの大将みたいな小っ

ちゃいのが多いんだという、そういうのはありますが、地元船籍がある、ないでは、その市場に上が

る量というのはこのぐらいもう決定的に違います。 

そういう意味では、産業建設常任委員会でこれをあえて取上げたっていうのは、私は今日明日どう

するかっていうだけでなくて、３年、５年をもっといえば 10年後を見定めて、原材料確保するために、

自分らの力でできるものは自分らでやる必要があるんでないかという意味でこれを提起したと。もち

ろん理想はですね、私も過去に一般質問で取上げたように、一つの市の中に三つ漁協があるというの

は全国どこにもないです。これ非常に有利な条件なんですね、考えようによっては。だから本来であ

れば３漁協が金を出し合って、それを別な形で市がフォローすることはあってもね。そして、宮古船

籍の船ができれば本当は一番いいわけですよ。ただ、そういうことを取上げたときに、この関係漁協

の団体の皆さんの対応は一様ではありませんでした。端的に言えば、もうもろ手挙げて賛成だってい

うのではなかったです。当時はね。しかし、それはまだ魚がとれてる時の話であって、今は本当にね、

ある水産会社が民事再生やったように、もう仕入れ原価がもう３．５倍にもなって、それを無理して

買い続けたことが一つの大きな要因で、重大な経営不振に陥っているというのを考えれば、これは自

前のやっぱり船を持つということはね、必要だと。 

ただし、誤解がないようにという意味で、宮古市が仮にサンマ船をつくりたいと言えば、宮古市は、

漁業者ではないしい漁業権を市が持ってるわけではないですので、補助が出るっていうことにはなら

ないと思います。いろんな工夫しないとここは難しいんですが、理想はさっき言ったように３漁協等

が、協力してやるのが一番なんですが、ただ、それを座して待つんでは、倒産する水産加工会社が増

えることはあっても減ることはない。そういう意味で、あえて市の財政負担も含めてっていう表現は、
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市が直接投資をどういう形でするか資本投資するという意味なのかどうかっていうのは定めてはいな

いので、いろんなことが考えられると思うので、そういう意味です。あとは民間が基本的にやること

だっていうのでは、この苦境は脱することは出来ないという意味で、可能な市の財政負担も含めて協

議を検討すべきだ。そういう意味合いです。 

○議長（橋本久夫君） 

竹花議員。 

○21番（竹花邦彦君） 

今の落合副委員長のほうから、るる説明があったわけですが、言わばその市の財政負担を含めて、

ここの考え方ですよね。冒頭言ったように西村委員長のほうからは、遊覧船観光船の例を挙げて、つ

まり、観光船の場合は全額市が金を出して建造した。そしてそれを公の施設として、指定管理委託を

して運行しているわけですよね。そういうのが発想にあるとすれば、そうはやっぱり漁船はね、なら

ないでしょうと。観光船と同じように、市が金を出してつくってそれを、漁協等にやるというのはね、

今落合委員長が言ったように、じゃあ市は漁業者なんですかと、そういうあれですかと、ここは非常

にやっぱり理屈的にも、非常にそういう形にはならない。そうすればじゃあ、市の財政負担って何と、

補助金を言ってるんですか。それともどういう形態を言ってるんですか。非常にここはね、産業建設

常任委員会とすれば、そこは市にお任せしますと。何かいい方法とか、いろんな方法を考えてくださ

いという意味なんだろうというふうに思いますけれども、我々としてやっぱり合意形成が必要なのは、

漁船をつくることに対して本当に市がお金を出していいのかどうなのかというね、そこなんだろうと

いうふうに思うんですよね。逆に言うと、そこの対象は、つまり、漁業者なんですか、それとも漁協

等の一定の法人なんですか、全てなんですか。ここのくくりはどう考えてるんですかというような問

題と、それから、じゃあこの船は、魚種を全ての魚種を含んだ船なんですかということですよね。ト

ロール、定置、含めて、さっきサンマ船の例を挙げましたけれども、全ての言わばそういった魚種に

対してつまり、何でもオーケーだ、漁船であればいいのかという、そこら辺もどうなんだろうかなと、

非常にそこはちょっと私らが分からないところなわけですよね。改めてそこら辺の、全ての漁業者、

漁業団体、等を意識しているのか。あるいは、魚種的なものが全て、これ何でもいいよということな

のかどうなのか、ここは当然水揚げの絡んでくる問題なわけですよね。そこら辺の考え方はどうなん

でしょう。 

○議長（橋本久夫君） 

落合副委員長。 

○18番（落合久三君） 

ここは立ち至って今竹花議員が提起したようなことを全部こう議論したわけではないです。ただ、

自明のこととしてっていう言い方が正しいかどうかは別にして、トロールは現実に、もう６隻も７隻

も、釜石船籍のもあれば、宮古のもあるんですが、現実に営業をもう何十年もやっている。だからこ

こは基本的に要らないと。タラについても山田の船籍の船を中心に、ずっともう何十年も、やって水

揚げもされているからいいと。そうなってくると、今までの宮古市の水揚げの中で、大きいウエート

を占めてきたので今全くなくなってるのがサンマ船だと。少なくても、ここは言わずもがなみたいな

ところあるんですが、どの漁船でも、どういう種類の漁船でもいいっていう、そういう議論ではない
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というふうに私は思っております。端的に言えば、今、あそこに重茂に、個人の方が小さい 20トンク

ラスのサンマ船持ってますよね。この人は北海道沖に行って、余りいっぱい水揚げしているわけでは

ないですが、かつては浜田水産も持ってた。いろんなところが持ってたんですが、今は重茂の小さい

サンマ船１隻だけです。そういう意味で、産業建設常任委員会では言わずもがなって言ったんですが、

相当認識の中ではサンマ船をやっぱりつくる必要があるんじゃないかと。 

それからもう一つは、市が直接、造船、この表現が新造船建造について、市の財政負担も含めてっ

てこうなっているんで、ここもちょっと指摘されるとなかなか説明が容易でないなと思いながらしゃ

べってるんですが、いろんな方法があると思います。そこまで縛りをかける必要があるのかどうかっ

ていうのも含めて、そうじゃなくて、いずれ新造船を自前の、例えばサンマ船。これ裏操業もできる

んです。サンマ船っていうのは、サンマの漁期が終わったらスルメに切り替える。この照明灯関係は

全部そのまま活用できるっていうんでね、どこでも鎌田水産もそういうふうにして、遊ばせない工夫

をしてる。そういうことを含めて、そういう運営主体がどこになるのかっていうのも、ここでは直接

は触れていませんが、竹花議員が言うように、共同でそういうふうに民間が中心になってつくる。そ

れが漁協が中心になるのかというのは、ちょっと触れていませんが、そういう運営主体が船を操業す

るときに、市としても、その船の運営主体の団体・法人に対して支援することも含めてという意味で、

市の財政負担というのは、建造費そのものにというふうには余り、当初はそういう意見も正直あった

んですが、そこはさっき委員長が説明したように、いろいろ議論する中で、こういう表現に今のとこ

ろ落ちついているというふうに御理解願えればいいのかなと。 

○議長（橋本久夫君） 

松本議員。 

○19番（松本尚美君） 

今、やりとりをしております。この原材料確保に向けた取組の、いわゆる船に関わる部分ですね、

これどうですかね、ちょっとこう変えたらいいんじゃないかなと思うのが、提案なんですけども。安

定的にというのは分かるんですけど、「宮古市魚市場への水揚げ増と低価格で」というのはカットして、

ここに「安定した原材料確保が期待できる」とかですね。「期待できる地元船籍の船の確保を関係機関

と協議し、検討すること。」これでいいんじゃないかなと思うんですね。これに関わって、もし委員長

含めて副委員長も含めてなんですが、そういうプレーヤーといいますか事業者が現在いると。環境や

条件がそろえばそういった新造船を確保してつくって、市場の水揚げ増につながるっていう部分が期

待できるというんであれば、話が進めば、そこで、どう資金調達をするか国の部分もあるかもしれま

せんし、市がかさ上げする部分もあるかもしれないし、新規にそういった支援をどうするかっていう

のも、より具体的にやりとりが進むんじゃないのかな。ここの部分には、財政負担とかっていうのも、

低価格、基本的に生産者はね、低価格を期待してるわけじゃないんです。やっぱり高く売れるところ

に行きたいわけですよね。ただこれは、この何て言いますか、距離感の問題がありますね。休憩の部

分もあるかもしれませんし、やっぱ価格っていうのは一つの大きなポイントだと思うんです。だから、

低価格というのもこれカットして、そういうふうに変えたらどうでしょうか。提案です。いいですか。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 
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○委員長（西村昭二君） 

はい。そのような形で、検討していきたいと思います。 

○議長（橋本久夫君） 

ちょっといいですか。委員長の今の議論についてなんですけども、このまとめは、これから日程説

明があるんですが９日に市長のほうに出さなきゃないんですよ。今いろいろ議論されてる中で、もう

本当に合意形成が必要かどうかっていう部分もあって、この２日間で果たしてできるかということも

ちょっと前提に置きながら、ちょっとその辺の進み具合も念頭に置いていただければと思っておりま

すので、いいですか。西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい、今の松本議員のおっしゃったところは一部の削除で内容が伝わることだと思うので、皆様が

それで良いというのであれば、そこはそんなにもし、あとは議長の了解があればいいという認識で私

たちはおります。あと、共通項目に関しても１番最初の竹花議員からの部分、あそこも全体の、宮古

の経済のことですから、産業のことですので、その説明文もお任せいただけるのであれば、私たち今

日これから委員会ありますので、その中で少しまとめてですね。できれば一緒に市長のほうには提言

をお渡ししたいので、そこの前文のところを、ちょっとお任せいただいて、あと議長の判断でいいの

であれば、出せるかなと思ってます。 

○議長（橋本久夫君） 

松本議員いいですか。松本議員。 

○19番（松本尚美君） 

はい。私が提言をちょっとさせていただきましたが、そういった内容で、共有できるのではないの

かなというふうに思いますので、そこはぜひ期待をしたいと思います。それから、ちょっと個別の部

分でいきたいんですが、先ほど竹花議員もほかの議員も意見があればどうぞという部分でやったのが、

いわゆる宿泊税の創設についてですね。これもどうなんでしょうか。この前書きの部分は、成り立つ

ための施策を検討すべきと考えるっていうことと、今回の提言が 1項目しかないんですよね。であれ

ばここはひとつにまとめてもいいんじゃないのかな。いろいろあるのかなと思ったんですけども、提

言がね。ところが一つしかない。いわゆるこれは宿泊税にだけ関わっていますもんね。だから、ここ

は別に一つに文書をまとめてもいいんじゃないのかな。提言も含めてですね。成り立つための施策を

検討すべきというのは分かるんですけども、ここは創設、宿泊税に限定しているので、ここをもうち

ょっと整理したほうが分かりやすいかなあというふうに思いますので、どうでしょうか。ここは宿泊

税を、幾つかのポイントがあるんですけども、負担を求めるのはどうかという意見も当然ありますし、

オーバーツーリズムというのは一つの今大きな宿泊税導入のポイントになってるんですね。要は、人

が来過ぎると。それでもう地域の住んでる人たち住民にも迷惑かかる。ごみもいっぱい出る。そうい

った費用も当然、一般会計で地元が負担しなきゃならないということでやってますから。これはなか

なか、宮古としての現状はどうなのか。となれば目的税であれば、やはり竹花議員がおっしゃるよう

に、じゃあ、宮古が今どういう現状にあって、環境も含めて、そこをどう改善するのかというのは、

やっぱり、もう少し具体的にないといけないのかなという思いがしてましたから、ここはもう少しば

ふっとしてもいいのかなという思いがあります。どうでしょう。 
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○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。この提言６について先ほど竹花議員のほうからもありましたが、本当に関係団体の総意なの

かというところ、そこについては、一度は商工会議所さんのほうの団体と意見交換をし、そのあとに

岩手県旅館ホテル生活衛生協同組合宮古支部さんで結構な数の方がいらしたんですよ。そこで前回こ

ういう要望があってという説明はしました。その中では、それに対して反対の意見もなかったので、

総意ではないにしろ理解は。そういうことを提言に入れたいというところでお話はしてるので、100％

ではありませんが、結構な、17業者あって、半分以上来たので、いずれそこは採決をとったわけじゃ

ないけれども、認識は共通認識だなというところなので、そこはちょっとあれなんですが。ただし目

的税としての、私たちの何ですかね、提案というのがなかなかまとまらないので、もし私たちの宮古

市議会としての共通認識としてまとめられそうがなければ、今回はこの宿泊税に関してはもうちょっ

と、私たちも調査研究をしながら、進めていくほうがいいのかなというふうに今は思ってますので、

今回はちょっとこの提言６は外させていただいてもいいんじゃないかなと。ちょっと委員の皆様の私

の独断では決めれませんので、ちょっとここは、委員の人たちに聞きながら、どうですかね。ここ外

してもいいですか今回。ということで、もしよければ外させていただきたいと思います。私たちも勉

強不足でしたので、はい。 

○議長（橋本久夫君） 

松本議員。 

○19番（松本尚美君） 

分かりました。それからちょっと行ったり来たりで申し訳ないんですけども、戻っての部分なんで

すが、水産加工に関わって、提言の中に私が聞いてる範囲ですよ。マスコミ等でも新聞等でも聞いて

る範囲、要は魚種が変わってきていると。落合議員も、いろいろやりとりして、まき網のイワシとか

サバとかね、いろいろあるかもしれません。魚種が変わることによって、鮮魚出荷の人たちはあまり

困らないかもしれないけれども、加工する人たちは、加工処理の機械をやっぱり変えなきゃならない。

やっぱりそれに変えるのは非常に費用がかかる、お金がかかる。これは国の制度があるのかもしれま

せんし、宮古市も何らかの、今現状あるのかもしれませんが、そこのそういった課題といいますか、

そういった課題が、ちょっと今回見えないんですよね。もちろん提言も見えないんですけど、そこは

検討されなかったんでしょうか。まずそこを確認したいです。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

意見交換の中でそこまで具体的に、業者さんのほうからはそういったところがありませんでしたの

で、特に議論はしておりません。あとは国の補助金とかの制度もあると思うので、もしかしたら加工

業者さんたちは、そちらのほうの頭があって私たちには言わなかったんだろうと思っております。 

○議長（橋本久夫君） 

松本議員。 
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○19番（松本尚美君） 

７ページの先ほど竹花議員とやりとりしてる車輪空転トラブル等を逆手にとって宿泊割引を検討。

私もこれは悪いことではないなとは思うんですけども、ここの表現といいますか、文章の表現で、ち

ょっと変えなきゃなんないかなあと思うのは、これ宿泊割引っていうのは、企画ですよね。だから「宿

泊割引を含む企画として検討する」とか、「実施する」とかそういう表現に変えてはどうなんでしょう

か。要は、1番いいのはね、この秘境路線っていうかね、昨日もどっかのテレビ番組でね、Qさまって

いう番組だったでしょうかね。もう日本全国の人気の駅とか、駅は路線も絡むんですけども、そうい

う番組やってますよね。やはり秘境、紅葉時期であれば紅葉が見えるとか、そういう特徴的な部分を

クイズ形式でやってましたけれども、かつて震災前も前なんですけども、沢田屋ホテルさんの前にで

すね、近畿ツーリストかな、秘境の旅って出てるんですね。えっ、宮古は秘境なのか。じゃあ宮古に

住んでる人たちは、秘境の秘境人なんだ、そういう印象を持ったんですけど。今はそういったこのネ

ガティブな部分を、むしろ生かすっていう部分は、私はやっぱり逆転の発想でもいいのかな。だとす

ればやっぱり、結果としてね、それに遭遇したらば、そういった募集する際に、企画として、そうい

うものを織り込んでやるというのもね、私は一つかなというふうに思ってるんですね。極端に言えば、

これはあり得ないことなんですが、1回建設で、行き帰り山田線を利用したことがあるんですね。行

きはよかったんですけど、帰りがちょうどトンネルですか、盛岡側のトンネル過ぎたあたりからどん

どんどんどん速度が遅くなって、もう、これひょっとしたら止まるんじゃないかなって思ったときが

あるんです。そこで運転士に聞いたんですね。もしとまったらば、あ、車掌さんだったかな、誰かに

聞いたんです。止まったら押すんですかって。極端にそこまで本気で言ったわけじゃないですけど、

いずれそういう路線であるということをね、むしろ売り物にするっていうのも私はやっぱりチャンス

かな。いい機会かなというふうに思うんですね。だから、そういうのを企画として扱うようにってい

うのは私はいいんではないかな。乗る人がいるかどうか分かりませんけれども。うん。ぜひそこはそ

ういうふうに変えたらどうでしょうか。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

一応、提言２の下に「鉄道を利用するという利用促進企画を検討すべき」というところで、これも

企画なんだというところで、載せたつもりなんですけれども、そうすると前の説明文があれかなと思

って、そこも含んでの企画旅行というか、なんていうんですかね。なので、そこは御理解いただけれ

ばなあとは思っておりますけど。宿泊割引をね、そういう意味ですよね。宿泊割引って書かないで、

企画の全体的な企画でやったほうがいいんじゃないかっていうことをあえて言ってるんで、これだと

企画検討ってあるけども、宿泊割引をやんなきゃないような話になるんで今の質問は多分そこだと思

うんですが。 

○19番（松本尚美君） 

例として宿泊割引って括弧で入れても僕はいいと思うんです。外さないでいいと思うんです。例え

としてね。だから、そういうふうに表現というか文章変えたら、理解しやすいんじゃないですかとい

う点です。 



－39－ 

○委員長（西村昭二君） 

あのですね、実はこれの前提に、三鉄さんが釜石のほうでシカに会おうツアーのようなので利用客

が増えてるという実績もあるのは皆さん御存じだと思います。委員会の中ではそれだけではなくてや

はりそのね、宿泊客のっていうところでありましたから、今の松本委員のおっしゃることであれば、

そういった、ある意味、ただシカの日中であってもね、シカの目撃とか、そういった形も含まれてく

るのかなと。またさらに企画の枠が広がった提案だと思いますので、逆手にとった企画、例えば、ど

う変えたらいいか、そこに、はい、企画と入れて少し後ろはまとめさせていただきたいと。そうする

と私たちの言いたかったところがまた枠が広がって、こういった観光振興にもつながると思いました

のでそのように直させていただきたいと思います。 

○議長（橋本久夫君） 

松本議員。 

○19番（松本尚美君） 

はい、分かりました。あと全体的な文章の語尾なんですけれども、総務も当初はいろいろ語尾が変

化がいろいろあったんですけども、今回、産業建設さんの部分でいくと、「何々すること」、それから

「～すべき」っていうのもあったりですね。語尾が様々あるんですよね。だから、提言の部分であれ

ば、提言の部分で、ある程度揃えたほうがいいのかなっていう思いがしてるんですね。「つなげるべき

です」とか「提案すべきです」「～を行うこと」とかですね。ここはちょっと整理してみたほうがいい

んじゃないですか。 

○委員長（西村昭二君） 

総務に合わせて、同じ語尾ですることにします。 

○議長（橋本久夫君） 

そのほか。田中委員。 

○20番（田中尚君） 

はい。私はちょっと最初に、ページ数でいきますと、８ページ第４章、水産加工の部分のちょっと

やっぱり、9ページになります。9ページの提言３雇用対策についてということでありますが、ちょっ

とここで大きな形とすれば、トライアル雇用奨励金の改善策。これについては異議はありません。た

だしその後の(２)、(３)これについては本当の意味で、水産加工業者の現状を踏まえた提言のように

見られますけれども、一方においては、宮古市内の水産加工業者で働いてる労働者の状況はどうかと

いいますと、極めて劣悪であります。なおかつ、低賃金であります。今雇用対策を考えるときに、一

番大きな問題は、やっぱり賃金のアップ、とりわけ最低賃金制をやっぱりしっかり上げるということ

は、やっぱり柱でなきゃないと思います。これは、水産業を問わず、全産業を通じてですね、最低こ

れ以上で働かしては駄目だと。つまり全体としての賃金の底上げを図るというのが国政でも、あるい

は地方でも大きな課題になっていると思うんですが、そういう中で、なかなか地元の方も働こうとし

ない。結局、低賃金を前提として、なおかつ汚いきつい等々の労働現場については外国人労働者をも

ってきてやろうという発想は果たして議会としての今日的な問題に対する提言として、いかがなもの

かというのが私の受け止めであります。結論的なこと言いますと。なおかつ提言の中に、やっぱり賃

金の問題も雇用条件になろうかと思うんですが、そもそも提言として触れてない。これも不十分では
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ないかと私は思いますし、もっと言いますと、今、日本の失われた 30年の問題点は、非正規職員の置

き換わりなんですよね。もう一つは、男女差別賃金なんです。ここを言わば素通りをして、現状にち

ょっとこう、厚化粧する程度のですね、ちょっと表現がきついかもしれませんが、提言では、果たし

て宮古市議会の提言として本当に検証に耐えうるのかどうなのかというふうに私は受け止めておりま

すけども。私の問題意識に対して、最低賃金の問題が抜けてる。男女差別賃金の問題が抜けてる。こ

れは、水産業に限定したためにそうだというふうに言うのであれば、なおさらきつい現場であります

ので、やっぱりそういう所こそ、エッセンシャルワーカーもそうなんですが、やっぱり賃金で報いて

いかなきゃならないということぐらいは、やっぱり触れる必要があるんではないのかなと思うんです

が、これをまとめるに当たっての、私の問題意識は、そもそも議論にならなかったということなのか。

議論したけれども、こういうふうな形の合意でまとまったということなのか、御説明をお願いいたし

ます。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい。まず、一つ賃金のことについては企業と労働者の雇用の関係でありますので、私たちが口を

出せるところではないだろうと思っております。ここには、例えば低賃金で雇えるから外国人だとい

うところではありません。人材確保が厳しい現状であるので、地域で見つけられないようであれば、

外国人労働者というところの可能性をもっと探ってほしいというところです。それとその劣悪な環境

というお話がありましたけれども、そういった部分も含めて、(２)と(３)は関連してるんですが、外

国人労働者を受け入れるための組織をつくって、そしてそのコミュニケーションを図りながら、安心

して就労できる環境、こういったところをつくるべきだろうというのも、そういったところに、てこ

入れをするという意味も含まれていると理解していただければいいのかなと。あとは現状この組織づ

くりをすることによって、じゃあ何のメリットがあるんだと。これは実は水産加工業だけではありま

せんけれども、例えば一時は建設業とかでも外国人労働者を雇い入れたりとか、あとは介護業界、そ

ういったところにも関連してくるんですが、外国人を１人雇うことによって、毎月、仲介業者に数万

円、３万円から４万円のお金を払わなきゃないと。あとは一時金として、１人紹介していただくと、

70万から 100万円ぐらいのお金を最初に支払わなきゃないとか、いろんな制約とか、毎月の給料のほ

かに年間で相当負担しなきゃないというところがありますので、そういったところを省けるような組

織づくりをして、そして密に外国人労働者を受け入れるための組織、過ごしやすくいただけるための

サポートの組織ですよね、そういったところを作りながら、こういう提言にまとまったというところ

です。あとは、今は国の制度も緩和されて、労働者だけじゃなくて、その御家族も一緒に移住できる

ようになっておりますので、そういったところも、組織づくりを構築することによって、長く、ここ

にいていただけるようなという意味合いもありますので、国のその変化、規制緩和なども含んで、こ

ういったことを提案させていただきました。賃金のことだけは触れられませんというのが私たちのと

ころです。 

○議長（橋本久夫君） 

田中議員。 
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○20番（田中尚君） 

はい。委員長からは説明をいただいたところでありますけれども、私の認識はですね、そういった

問題も文言はないけれども、そういう要因があって、結局は安く働くことの可能な、外国人を持って

くると。かつては日本と中国の賃金の比較は 10分の１だと言われたんですよ。日本で 17万円払うの

であれば、中国人を 10数人雇えるというところから発想が始まった部分もあるのでね。ここはやっぱ

り今の一番大きな問題は、実に今の日本の正規雇用者じゃない、働く人の４割が非正規職員に置き換

わってしまったというところから何が起きているか。もう決定的な子育て不足です。少子化の根本的

な原因はここにある。結婚も出来ない、結婚しても子供も産めない、そういうところから結局は生活

を守るために、子供を諦めようねというのが今の現実なので、これは政策に絞った部分でありますの

で、ちょっと私の意見のみを述べさせていただいて、ここはちょっと、今委員長の答弁を了とするわ

けでありませんが、一応答弁いただきましたので、私の意見を申し述べて時間の関係もありますので、

次に進みます。 

提言の２であります。それはどこになりますかといいますと先ほど来から議論した部分であります。

７ページの提言２鉄道を生かした観光振興なんですが、これやっぱりちょっと松本議員も取上げまし

たし、竹花議員も指摘した部分なんですが、全体としてやっぱり整理が必要だという問題意識であり

ます。ここはですね、そもそもの掲げた看板が鉄道を生かした観光振興でしょ。しかもこの鉄道の利

用促進企画を検討すべきだと。この枕言葉自体は私は異議なしなんですが、そのために、言わば今の

トラブル等を逆手にとったというのはね、これは少なくとも、これまでのＪＲ、それから宮古市、そ

して少なくとも議会で取上げた私の立場がなくなるような文言だということを最初に指摘したいと思

います。一つは、シカとの衝突に関しましては、やっぱりレールぎわにシカが入らないような工事も

行ってきております。これはですよ、トラブルは現時点でトラブルが続いているだけの話で、この落

ち葉での空転これも山田線だからそうなっているんですよ。これは技術的にはもう確立されているん

ですよ。もっと分かりやすく言いますと、雪が積もったから走れない、そんなことないでしょう。同

じなんです。落ち葉も車輪が空転しないような車両が開発されていて、バンバン走っているんですよ。

全国的には、それなりに利用者があるからそうなんです。残念ながらＪＲ山田線に関しては、そうい

う状況にもないし、もっと言いますと、あまりそうやりますと、併走するバスの営業のほうにも影響

しちゃうという微妙な関係にあるもんですから、はっきり言いますけれども、いずれＪＲ山田線は自

然死を待ってるというのは私の認識であります。そうは言いながらも、ここはやっぱり山本市長も含

めて、一生懸命ＪＲ山田線は、今東日本はやっぱり無くすとは言っていない。むしろ利用促進策が課

題になっていると。そのための協議を開始しようというのが今の時点ですから、少なくともここは逆

手にとってもいいですけども、もうちょっとこの間の努力も踏まえた文章にすべきだと思うんですね。 

どういうことかといいますと、「シカとの衝突や落ち葉での空転トラブル対策を講じてきているとこ

ろではあるが、それが完成するまでの間、逆手にとった宿泊割引を検討すべき」という形であれば、

まだ我慢できるということを私は申し述べたいと思うんです。これはですね、ＪＲさんも予算の関係

でちびちびやってるんだけど、着実にシカが入らないような区域を広げてきてるという事実を無視す

る内容になってますので、それをある意味肯定した形でね。竹花議員が指摘しましたけども、そもそ

も利用の公平性といったときにどうなんだ。同じ市内の旅館業に泊まった旅館の中でも、山田線の利
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用者に限定して宿泊割引だというのは、いかがなものか的な発言もありましたし、ここはそういった

意味からすると、松本議員のほうから企画っていうお話もあったわけでありますが、全体としてその

辺、行政に対して議会として求める政策ですので、やっぱりそこには当然、公平性等々がしっかり担

保されるものであってほしいなというふうに思いますがいかがでしょうか。 

○議長（橋本久夫君） 

西村委員長。 

○委員長（西村昭二君） 

はい、私たちは産業建設の委員でありますので、今回は、あくまでもの観光目的で鉄道を利用した

方、宿泊客を対象としたというところですので、ちょっと鉄道の利用だけでいくと、総務の企画の関

係だと思うので、私たちの、あくまでも中心は観光客目線での提言になっております。確かにマイナ

スをプラスに逆手にとったという戦略ですので、確かに対策はとっているんでしょうけれども、そこ

まで細かく説明する必要があるかどうかというのもありますし、利用客の公平性という面では、それ

は企画、それこそ総務のほうで考えていただくことであって、私たちはあくまでも宿泊客を誘致する

ための企画というところでの視点で提言をさせていただいておりますので、「対応はしているものの」

というとちょっと厳しいのかなと。例えば企画チラシを作っていただけるようになった時に、「対応策

はとっているけど」という、その企画の部分がどうかなと。対応をとっているというのは私たち議会

の中ではもちろん、皆さん共通認識で対応はしていただいてるというのは皆さん理解していると思い

ますので、できれば先ほどの松本議員のおっしゃったような形で出させていただきたいなと思います。 

○議長（橋本久夫君） 

田中議員。 

○20番（田中尚君） 

ここはあくまでも冒頭の説明文が鉄道を利用するシニア世代を中心とした利用促進企画というふう

に銘打ってるから、あえて私が発言してるわけであります。提言の目的は、シニア世代を中心とした

利用促進策として、この逆転の発想でトラブルをむしろメリットに替える。そういうふうな政策提案

なんですという説明で、それはそれとして分かるんですけども。改めて鉄道の利用促進策を考えたと

き、それは総務のほうでしょうということで、もちろん議論もしておりますけれども、ここは観光振

興に絞っての提案だということであれば、であればあるかと。あるかというのは、あくまでも期間限

定になるでしょうということの確認が、私が最初に発言した部分でありますので、今一生懸命宮古市

長も、それからＪＲも、内容はともかく形とすれば、やっぱり大事な定時性。定時性というのは宮古

高校の定時制じゃないですよ。やっぱり大量に運ぶ、決まった時間にやっぱり発車して着くと。これ

が鉄道の魅力なんですよね。そこがない状態でね、いくら利用促進策と言ったってね、本業の部分が、

土台がもう腐ってますんで、それは無理でしょうということを指摘した上で、例外的に考えるんであ

れば、そうは言ってもこの間の努力もちょっと断りながら、暫定的な対策として、言わば逆手にとっ

た観光振興策としての文章にしてほしいなというところになるわけであります。これは私の要望にと

どめます。何となく、西村委員長の言いたい部分は分かるような気がしますんで、次の質問に移りま

す。 

はい。次の質問が何かといいますと提言１のですね。ちょっと待って。固定資産税についてはどう
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対応するっておっしゃいましたっけ。これは、私は文字どおり、固定資産税、建物だけじゃないわけ

でありまして、この問題では例えば区境のメガソーラーの問題をちょっと質疑をさせていただきまし

た。あそこで一番大きな償却資産、固定資産税のボリュームが大きいのは、建物、設備、そして償却

資産なんですね。そうなりますと業者の皆さん方がどこまでの軽減を求めているのか。すぐ応えられ

る対応とすれば、少なくとも今宮古市は超過税率を採用しておりますから、固定資産税に関しては。

だとするならば、引下げをこういう機会にやっぱり具体化する形としてですね。やっぱり標準税率に

戻すというのは立派に業界の皆さんの要望に応えた提言になるんではないのかな。そこで何が問題に

なるかといいますと、減収なんです。億のお金がやっぱり無くなってしまうということから、かつて

は都市計画税 0.2％、標準税率 1.4％、合わせて 1.6％の税負担から、今は 1.5％まで引下げてきてお

りますのでね、こういうやっぱり市の努力も考えますと、ここは取りあえずのステージはやっぱり標

準税率を採用するということも一つの対応になるのかなというふうに思いますが、そこはちょっと提

言の中から読み取ることが出来ませんので、これも私の意見にとどめたいと思います。以上です。宿

泊割については撤回するという明言がございましたので、発言するつもりでおりましたが、それはも

う必要がなくなったということで、終わります。 

○議長（橋本久夫君） 

いいですか。そのほか、ございませんでしょうか。ないようでございますので、この件については

これで終わりとしたいと思います。 

西村委員長におかれましては、様々な提言、意見、合意形成に関する部分もかなりありましたので、

成案の作成をですね、お願いします。結局、あと２日後になりますので、その辺は、委員会で議論し

て、お願いしたいと思います。それでは完成したものは、私のほうで確認をさせていただいて、最終

案とすることでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

○議長（橋本久夫君） 

はい、ではこの手順でいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いたします。それでは、説明

員の入替えを行います。 

○事務局長（前田正浩君） 

議員定数等調査特別委員の皆様は、説明員の席へ移動をお願いいたします。 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

協議事項(３)議員定数等調査特別委員会 

○議長（橋本久夫君） 

はい。いいですね。それでは次に、協議事項の３議員定数等調査特別委員会の方針について、説明

をお願いします。工藤議員定数等調査特別委員会委員長。 

○委員長（工藤小百合君） 

皆様大変お疲れさまでございます。 

議員定数等特別委員会では、現在、議員定数と議員報酬について調査研究を行っています。先日、

10月 27日に開催した特別委員会において、定数と報酬に関する今後の方針を取りまとめました。ま

た、今月下旬には議会報告会意見交換会の開催が予定されており、意見交換会の題材として、議員定
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数と報酬についても含まれております。会場で市民の皆様から、この件について質問や意見が出るこ

とが想定されるため、基本的な方針を皆さんと共有し、各班が足並みをそろえた対応ができるように、

本日、報告と説明の場を設けていただきました。 

本日は、まず、議員定数、議員報酬、それぞれの方針について報告し、その後に、今年度実施する

予定の定数と報酬に関する市民アンケートについても説明をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

それでは、まず 1点目、議員定数についてです。まず本市議会の議員定数の推移をあらわした資料

(３)の１を御覧ください。よろしいでしょうか。平成 18年５月時点で 30名だった定数が、平成 22

年５月で 28名となり、平成 30年５月で 22名と、一貫して減ってきたことが分かります。 

現在の 22名の見直しについて検討するため、特別委員会では、今年５月、先行事例の視察として、

久慈市と八幡平市を訪れ、両市の議員と意見交換を行いました。久慈市は令和元年、八幡平市は令和

４年に定数改正を行っています。説明によると、久慈市、八幡平市の両議会とも、定数の検討に当た

っては、同程度の人口規模の自治体との比較や、将来的な人口減少も見越して議論を進め、議会から

条例提案を行ったことが分かりました。また、定数を考える際には、定数減と、議会の機能維持のバ

ランスが重要であるという点が強調されておりました。本市議会では、平成 30年に議員定数を 28人

から 22人に見直した際、常任委員会の数を四つから三つへ再編し、定員を８名ないし７名としていま

す。今後、議員定数について考える際は、議会の機能維持も考慮するべきと要素だと考えております。

10月 27日に開かれた特別委員会では、正副委員長から、定数減という今後の方針が示され、これに

対して委員からは、現在の定数を維持したり増やしたりするべきだという意見は出されませんでした。

以上のことから、議員定数について、現在の 22名より減らすという方針で、今後の取りまとめを行っ

ていきたいと考えております。具体的な人数については、引き続き検討を行っていきます。 

次に、２点目の議員報酬についてです。議員報酬額の推移を示した資料(３)の２を御覧ください。

資料の示すとおり、現在の議員報酬の金額は、平成 18年５月に定められたものであり、議長が月額

40万 1000円、副議長が 33万 9000円、そのほかの議員が 32万円となっています。例外として、平成

25年 10月から平成 26年３月までの半年間、議員報酬 5％の減額措置が行われています。これは、東

日本大震災を受けて、復興財源確保のために、国と市職員が給与カットを行ったことから、本市議会

でも足並みを揃えたものです。この半年間を除けば、市議会議員の議員報酬は、現在まで 17年間変わ

っておりません。議員報酬の見直しについては、最近では、一関市の特別職報酬審議会が、市議会議

員の月額報酬を５万円引き上げるとの答申をまとめたところです。新聞等の報道によると、引上げの

根拠としては、社会経済情勢、市民所得の上昇率の推移、平成 22年の改定以降、長らく報酬額の据置

きが続いたことなどが挙げられておりました。先日の特別委員会では、正副委員長から報酬増という

今後の方針が示され、これに対して委員からは、本市でも長らく報酬額の見直しが行われず、実質的

な据置きが続いている点、通年議会の導入による議員の専業化の傾向が見られる点、議員の成り手不

足の対策などの観点から、正副委員長の案に賛同する意見が上げられ、現在の報酬額を維持したり減

額したりするべきだという意見は出されませんでした。 

以上のことから、議員報酬については、現在の水準より引き上げる方針で、今後の取りまとめを行

っていきたいと考えております。なお、引き上げの具体的な金額については、引き続き検討を行って
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まいります。また、引上げに当たっては、宮古市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正

が必要になりますが、一関市に倣うのであれば、議会から市に対して改定の希望を伝え、それを受け

て、市長が特別職報酬審議会へ諮問し、審議会からの市長への答申を参考に市が条例の改正議案を提

出し、議会が議決するという手順になると思われます。議員定数と報酬の基本的な方針についての特

別委員会からの報告は以上です。11月 24日、27日、28日の３日間開催される議会報告会・意見交換

会では、市民からの議員の定数及び報酬についての質問を受けることが想定されますが、各班では、

ただいまの説明を踏まえた定数については減員、報酬については増額の方針であり、具体的な人数、

金額については検討中であるとの回答で、対応くださいますようお願いいたします。 

なお、既に皆様には御案内をしていますが、11月 20日月曜日に予定されております議員研修会の

テーマが、議員定数と報酬についてとなっており、講師は、昨年も議員研修にお招きいたしました元

早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員の長内紳悟さんです。同じ週の 11月 24日金曜日からは、

議会報告会が開催され、課題について、市民と意見交換する場面も想定されますので、研修会で、こ

の件についての見識を深めていただければと思います。積極的な参加をよろしくお願いいたします。 

最後に、議員定数と報酬についての市民アンケート調査についてです。資料(３)の３を御覧くださ

い。実施目的ですが、議員定数及び報酬についての市民の意見を把握し、特別委員会での検討材料と

するために行うものです。調査項目は、基礎的な属性、性別、年代のほか、議員定数について、議員

報酬について、市議会についての三つを想定しています。具体的な質問文は、特別委員会で作成中で

す。調査は２種類行う予定です。まず、(１)の標本調査について説明します。調査は、18歳以上の市

民の中から、一定の人数を抽出して実施する標本調査です。調査の設計については、標本の人数は 1000

人、選挙人名簿から無作為で抽出することを想定しています。ただし、抽出に当たっては、地域の人

口分布に配慮し、２段階で抽出を行うことを予定しています。調査方法は、配布を郵送で行い、回収

は郵送またはインターネットにより行うことを想定しています。スケジュールは、資料のとおりで、

今年度中に配布から回収までを完了する予定です。 

次に、(２)の意見公募について説明します。二つ目の調査は、定数と報酬について、市民からの意

見を募るものです。こちらは標本調査と異なり、広く、様々な意見を聞き取ることを目的としていま

す。このため、調査期間中は上限を設けずに、意見を受け付けることとしますが、1人が複数回応募

することを避けるため、回収は、インターネットのフォームを使用するか、回答用紙に 1人 1回であ

ることを明記するといった配慮をしたいと思います。市民アンケートについての説明は以上になりま

す。特別委員会からの報告と説明は以上となります。委員会として、今後はより具体的に、議員定数

及び報酬について議論を深め、議会としての意見統一に進んでまいりたいと考えておりますので、議

員の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。説明は以上でございます。 

○議長（橋本久夫君） 

はい。ただいま委員長のほうから説明がございました。この件について、皆様のほうから何かござ

いますでしょうか。よろしいですか。はい。今、委員長の報告のとおり、議会報告会等に、質問が出

た際の皆さんでの合意形成という意味での、今報告でございますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

では、他になければ、この件は終わりとしたいと思いますので、一度席のほうにお戻りください。
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それでは、予定していた案件は全て終了いたしました。その他に移りますが、皆様のほうから何かご

ざいますでしょうか。なければ、事務局のほうから報告がございます。 

○事務局長（前田正浩君） 

はい、事務局から連絡いたします。本日の政策提言書の市当局への提出施行の日程でございますが、

今週、11月９日木曜日、午前 10時から、市役所４階の特別会議室で行います。十時から４階の特別

会議室で行います。議会側の出席は、議長、副議長、総務常任委員会正副委員長、そして産業建設常

任委員会正副委員長といたします。各委員長におかれましては、10分から 15分の間で、概略を説明

していただきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。また一般質問の通告締切りが 11

月 20日月曜日、正午となってございます。スケジュールが、大分タイトになってございますので、事

務局としては、少しでも早く提出していただければ助かります。その辺も含めて、どうぞよろしくお

願いいたします。以上です。 

○議長（橋本久夫君） 

はい、では、これをもちまして、本日の議員全員協議会を閉会いたします。大変お疲れさまでした。 

午後２時４５分 閉会 

──────────────────────── ○ ──────────────────────── 

                               宮古市議会議長  橋 本 久 夫  


